
 

 

 

 

摂 津 市 議 会 

 

民生常任委員会記録 
 

 

 

令和８年３月９日 

 

 

 

 

 

 

摂 津 市 議 会 
 



 

 

目       次 

 

民生常任委員会 

３月９日 

 

 会議日時、場所、出席委員、説明のため出席した者、出席した議会事務局職員、 

 審査案件--------------------------------------------------------------------1 

 開会の宣告------------------------------------------------------------------2 

  市長挨拶 

委員会記録署名委員の指名----------------------------------------------------2 

 議案第１号所管分及び議案第９号所管分の審査----------------------------------2 

  質疑（光田あまね委員、大川ゆり委員、中川嘉彦委員、村上英明委員） 

 散会の宣告-----------------------------------------------------------------69 

 

 



- 1 - 

 

民 生 常 任 委 員 会 記 録 

 

１．会議日時 

  令和８年３月９日（月） 午前１０時 ２分 開会 

              午後 ４時１６分 散会 

 

１．場所  

３０１会議室 

   

１．出席委員 

  委 員 長 光 好 博 幸  副委員長 増 永 和 起   委  員 中 川 嘉 彦  

  委  員 村 上 英 明  委  員 大 川 ゆ り   委  員 光田あまね 

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．説明のために出席した者 

市 長 嶋野浩一朗  副市長 山本和憲  

生活環境部長 吉田量治   保健福祉部長 谷内田 修 

保健福祉部次長兼障害福祉課長 由井秀子  

生活環境部副理事兼自治振興課長 川本勝也  

生活環境部副理事兼産業振興課参事 川西浩司  

市民課長 坂本真輔   文化スポーツ課長 妹尾智行  

産業振興課長 鈴木  誠   環境政策課長 菰原知宏  

環境業務課長 三浦佳明   保健福祉課長 西村公輔  
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１．出席した議会事務局職員 

事務局長 荒 井 陽 子  事務局副主査 杉 本 晃 司 

 

１．審査案件 
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（午前１０時２分 開会） 

○光好博幸委員長  ただいまから

民生常任委員会を開会します。 

 理事者からの挨拶を受けます。 

 嶋野市長。 

○嶋野市長  おはようございます。 

 委員の皆様方におかれましては、

大変お忙しいところ、本日は民生常

任委員会をお持ちいただきまして

誠にありがとうございます。 

 本日の案件でございますけれど

も、令和８年度摂津市一般会計予算

所管分の審査、ほか１１件について

でございます。何とぞ慎重審査の上、

御可決賜りますよう、よろしくお願

い申し上げます。 

 私はこの場を一旦退席いたしま

すけれども、待機しておりますので、

どうぞよろしくお願い申し上げま

す。 

 簡単ですけれども、御挨拶といた

します。 

○光好博幸委員長  挨拶が終わり

ました。 

 本日の委員会記録署名委員は、増

永委員を指名いたします。 

 審査の順序につきましては、お手

元に配付しています案のとおり行

うことに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○光好博幸委員長  異議なしと認

め、そのように決定いたします。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時３分 休憩） 

（午前１０時５分 再開） 

○光好博幸委員長 再開します。 

 議案第１号所管分及び議案第９

号所管分の審査を行います。 

 本２件については補足説明を省

略し、質疑に入ります。 

 光田委員。 

○光田あまね委員 質問の前に、戦

後最も厳しく複雑な安全保障環境、

また直面している物価高騰、財政が

厳しい中で、目標の達成に向け各課

工夫を凝らし予算組みをしていた

だいたことに対し、感謝申し上げま

す。 

 昨日、摂津市セッピィ割引チケッ

トがポストに届いておりました。個

人商店からチェーン店まで幅広い

業種の加盟店があり、この割引券を

通じて市民の経済的負担が少しで

も緩和され、お店側は売上げや知名

度の向上等、経済のよい循環となり

ますことを願います。 

 今回は１７点質問いたしますの

で、よろしくお願いいたします。 

 課ごとに進めてまいります。 

まず、１点目です。 

 自治振興課、予算概要の２８ペー

ジ、コミュニティプラザ管理事業の

修繕料についてお伺いいたします。 

ほかの施設に比べ修繕料が多いよ

うですが、その理由についてお尋ね

いたします。 

２点目です。 

自治振興課、予算概要の３０ペー

ジ、照明器具借上料についてお伺い

いたします。コミュニティ施設４施

設の照明ですが、蛍光灯からＬＥＤ

化への状況をお尋ねいたします。 

３点目です。 

市民課、予算概要３４ページ、戸

籍事務事業についてお伺いいたし

ます。令和７年５月２６日より、全

国において全ての戸籍に振り仮名

をつける事業が実施され、摂津市に

おいても当該事業に取り組まれて

いることと思います。現在の申請状
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況についてお聞かせください。 

また、通知された振り仮名に誤り

がある場合の申出期間が令和８年

５月２５日までとなっていると思

いますが、令和８年度に実施する事

業内容についてお伺いいたします。 

４点目です。 

文化スポーツ課、予算概要２８ペ

ージ、文化ホール管理事業のうち、

照明器具借上料について、令和７年

度までは計上されていませんが、ど

のような内容であるのかお伺いい

たします。 

５点目です。 

同じく文化スポーツ課、予算概要

４２ページ、新規事業として中学校

部活動地域展開事業がありますが、

令和８年度はどのように進めてい

くのか、また、今後の展開をどのよ

うにお考えかをお伺いいたします。 

６点目です。 

産業振興課、予算概要８４ページ、

中小企業育成事業について、せっつ

キッズファクトリーの今年度の振

り返りと、来年度の予定について教

えてください。 

７点目です。 

同じく産業振興課、予算概要８４

ページ、中小企業育成事業の摂津ブ

ランド認定委員会負担金について、

まずは摂津ブランドの取組内容の

説明をお願いいたします。 

８点目です。 

同じく産業振興課、予算概要８０

ページから８３ページ、農業分野に

ついてお伺いいたします。農業は、

食の根幹に関わるものであり、市民

の皆さんにはぜひとも農業に触れ、

農業の大切さを知っていただけれ

ばと願っています。 

また、農業体験で得られるメリッ

トは様々ありますが、最近よく耳に

するキーワードで農福連携という

言葉がございます。これは、新しい

福祉としての考え方で、何らかのケ

アを要する方々が、農業分野で活躍

することを通じて、自信や生きがい

を持って社会に参加する取組です。

農福連携に関する予算措置があれ

ば、内容をお聞かせください。 

９点目です。 

環境政策課、予算概要７４ページ。 

温暖化対策事業について、計画を策

定し、取組を進められていますが、

その内容とこれまでの取組をお伺

いいたします。 

１０点目です。 

環境業務課、予算概要７８ページ、

リサイクルプラザ整備事業の修繕

料について、令和７年度と比較して、

予算額が１１２万円ほど増額し、１．

５倍程度となっていますが、その理

由についてお伺いいたします。 

１１点目です。 

保健福祉課、予算書５３ページ、 

健都イノベーションパーク企業立

地推進事業について不動産売払収

入の保健福祉課分については、健都

イノベーションパークの土地売却

に係る土地売払収入と認識してい

ますが、昨年度の予算に比べて４，

６８５万２，０００円増額となって

います。その要因をお聞かせくださ

い。 

１２点目です。 

同じく保健福祉課、予算概要７０

ページのまちごとフィットネスヘ

ルシータウン事業について、主要事

業一覧で、持続的な健康づくりや運

動習慣の定着、生活習慣病の予防等



－4－ 

に役立つ機能を備えたアプリにリ

ニューアルするとの記載がありま

すが、具体的な内容についてお伺い

いたします。 

１３点目です。 

生活支援課、予算書８ページ、生

活保護システム標準化対応業務委

託事業について、この委託内容につ

いてお伺いいたします。 

１４点目です。 

同じく生活支援課、予算概要４４

ページ、生活困窮者自立支援事業に

ついて、以前も委員会でお聞きしま

したが、生活困窮者自立支援事業に

おける学習支援事業は、生活保護世

帯や生活困窮世帯など、家庭環境や

経済状況に課題を抱える子供たち

に対して、学習だけではなく、大学

生とのコミュニケーションが図ら

れたり、安心できる居場所として役

割があると認識しています。今後の

取組についてお伺いいたします。 

１５点目です。 

高齢介護課、予算概要４８ページ、

高齢者日常生活支援事業の高齢者

移送サービス委託料について、令和

８年度は１，２９４万２，０００円

計上されています。令和７年度当初

予算と比較して、４６万円程度増額

されていると思いますが、その増額

理由と委託内容についてお聞かせ

ください。 

１６点目です。 

障害福祉課、予算概要５２ページ、

介護給付・訓練等給付事業の障害福

祉サービス費等給付費が令和７年

度当初予算と比較して、約４億円の

増額となっています。増額の内容を

お伺いいたします。 

１７点目です。 

同じく障害福祉課、予算概要５２

ページ、手帳申請受付・交付事業の

手帳交付診断料が令和７年度当初

予算と比較して４３万２，０００円

の増額となっています。対象となる

方が増えているのかお教えてくだ

さい。 

１回目は以上です。 

○光好博幸委員長  質問１７点で

す。答弁を求めます。 

 川本副理事。 

○川本生活環境部副理事  自治振

興課に係ります御質問にお答え申

し上げます。 

 まず、コミュニティプラザ管理事

業の修繕料で、他の施設に比べて修

繕料が多い理由でございます。 

 コミュニティプラザは大規模な

施設でございますので、緊急修繕費

用、つまり突発的な故障等に対応す

る修繕費用でございますが、他の施

設では３０万円、４０万円のところ、

コミュニティプラザは１６７万円

を計上しております。 

 そのほか、令和８年度におきまし

ては、コンベンションホールの舞台

照明の明るさを調節する装置の部

品に劣化が見られますことから、そ

の取替え費用として約７８万円を

計上しております。 

 続きまして、施設のＬＥＤ化の状

況のお問いでございます。自治振興

課で所管をしておりますコミュニ

ティ施設４施設におきましては、基

本的には全てＬＥＤ化しておりま

す。 

 まず、別府コミュニティセンター

につきましては、平成２８年のオー

プン当初からＬＥＤ照明でござい

ます。 
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 市民ルームにつきましては、フォ

ルテが令和４年度に、正雀が令和６

年度にＬＥＤ照明に切り替えてお

ります。 

 コミュニティプラザにつきまし

ては、令和６年度にＬＥＤ照明に切

り替えております。一部舞台照明関

係はＬＥＤにはなっておりません

が、一般的な貸室部分だとか共用部

分についてはＬＥＤ照明でござい

ます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 坂本課長。 

○坂本市民課長  市民課に関しま

す御質問に御答弁申し上げます。 

 質問番号３番の戸籍事務事業に

おける振り仮名業務に関する御質

問でございます。 

 戸籍振り仮名事業の申請状況に

ついてでございますが、令和７年８

月５日に、摂津市に本籍を置く戸籍

の筆頭者に対しまして、戸籍に記載

される振り仮名の通知書という通

知を送付いたしまして、振り仮名に

誤りがある方の届出を現在も受け

付けているところでございます。 

 届出件数といたしましては、令和

８年２月２５日現在で５０６件の

届出となっております。 

 次に、令和８年度の事業内容でご

ざいますが、令和８年５月２５日ま

で振り仮名に誤り等がある方の届

出を受け付けるとともに、届出期間

が終了した後には、変更の届出がな

かった振り仮名につきまして一括

で戸籍に職権記載する予定として

おります。職権記載を実施する時期

に関しましては、国によって指定さ

れておりまして、本市におきまして

は１２月初旬が割り振られている

ところでございます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 妹尾課長。 

○妹尾文化スポーツ課長 ４番、文

化ホール管理事業のうち、照明器具

借上料についてお答えいたします。 

 こちらは、文化ホールの管理をし

ているいきいきプラザの照明設備

が蛍光灯となっており、蛍光灯ラン

プの生産が中止され流通しなくな

ることから、また省エネの配慮から、

館内の照明器具をＬＥＤ化するも

のでございます。 

 ５番、中学校部活動地域展開事業

の令和８年度の進め方についての

御質問でございます。 

 全国的に進められております中

学校部活動の地域展開でございま

すが、当面は土日の活動を地域クラ

ブ団体等に担っていただくという

もので、本市におきましても現在、

複数校で集まって部活動をしてい

る種目を主に、一部の種目において、

地域の指導者に関わっていただき

ながら地域クラブ活動を取り入れ

ていく予定でございます。 

 指導倫理や危機管理といった地

域クラブ指導者養成に係る研修の

受講、それから、組織体制の整備や

活動保険の加入など、様々な要件を

満たした上で地域クラブを認定す

る形で、その認定団体と市で地域ク

ラブ活動の実施に当たっての課題

解決や、また好事例の共有を図るな

ど、令和８年度はノウハウの蓄積に

もつながるよう取り組んでまいり

ます。 

 国の方向性は、将来的には土日だ

けでなく、平日の部活動も地域展開

していくとされておりまして、今後
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の展開としては、時間はかかります

が、中学校時代に生徒がスポーツや

文化芸術に親しむことができる環

境づくりを進めていきたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 鈴木課長。 

○鈴木産業振興課長  産業振興課

に係ります御質問のうち、２点につ

いてお答えさせていただきます。 

 質問番号６番目、中小企業育成事

業、せっつキッズファクトリーの今

年度の振り返りと来年度の予定に

ついてでございます。 

 令和７年度のせっつキッズファ

クトリーは、１１事業所が参加され、

２，５６０名の来場者がございまし

た。令和６年度は５事業所の参加で

５９４名の来場者であり、来場者は

４倍以上となりました。 

 参加者が増加した要因は、ユーチ

ューブのショート動画制作や小・中

学生の保護者への通知、鉄道駅等で

のポスター掲示やチラシの配架な

ど、広報活動に力を入れたことが大

きかったと考えております。 

 参加者アンケートでは、「子供も

大人もイベントを楽しめた」や「普

段見ることができない工場が見ら

れてよかった」など、肯定的な感想

を多くいただきました。 

 また、参加事業者からは、「普段社

外の人に自分の仕事を説明する機

会はないが、子供たちに興味を持っ

てもらうことで自信につながった」

など、前向きな意見が多くございま

して、次回に向けて積極的に考えて

いる様子がうかがえました。 

 令和８年度も１１月に開催する

方向で考えており、これから実行委

員会において具体的な準備を進め

ていくところでございます。 

 質問番号７番目、摂津ブランドの

取組についてでございます。 

 摂津ブランドは、市と摂津市商工

会で平成２９年度に立ち上げまし

た、市内中小企業を応援する取組で

ございます。 

 市内の事業所等で生み出された

優れた商品等を摂津優品（すぐれも

ん）として認定を始め、令和４年度

からは、優れた技術を持つ企業を摂

津優技（すぐれわざ）として認定し

ております。 

 その認定を受けることで広報、展

示会出展費の補助を受けられるほ

か、市役所ロビー及び摂津市商工会

での展示やイベント等でのＰＲを

行っております。大阪・関西万博大

阪ウィークでも展示を行い、ＰＲを

行っております。 

 令和７年度は、摂津優品が４品、

摂津優技が３技術認定され、これで

摂津優品２２品、摂津優技７技術と

なっております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 川西副理事。 

○川西生活環境部副理事  質問番

号８番、農福連携に関する予算措置

についての御質問にお答えいたし

ます。 

 本市は、１６か所の市直営の市民

農園を運営しております。そのうち

１か所を、農福連携の理念に基づき

まして福祉団体の皆様の専用に確

保しており、安心して土に触ってい

ただいて、農作業に汗を流していた

だけるよう努めております。 

 お問いの具体的な予算措置とい

たしましては、予算概要８２ページ
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にございます、市民農園設置事業の

中の市民農園設置委託料がござい

まして、農園の維持管理、除草であ

ったりに要する費用を用立ててお

ります。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 菰原課長。 

○菰原環境政策課長  環境政策課

に係ります９番目の質問、摂津市地

球温暖化対策地域計画に関する御

質問にお答えいたします。 

 摂津市地球温暖化対策地域計画

は、令和４年３月に策定いたしまし

て、緩和策と適応策に分け、取組を

進めております。 

 同計画では、基本方針として、省

エネルギーの推進をはじめ５項目

の内容を掲げ、具体的な施策の中で

も、計画全体の着実な推進をリード

する重点施策を８項目設定し、取組

を進めてまいりました。 

 これまでの取組といたしまして、

家庭部門からのＣＯ２排出削減を

目的とした太陽光発電設備や家庭

用燃料電池システム等の設置に対

する補助制度の創設、荷物の再配達

防止を目的といたしました宅配ボ

ックスの設置に対する補助制度を

創設し、また、再生可能エネルギー

の導入及び省エネルギー化の促進

といたしまして、市有施設の太陽光

発電設備の設置や照明のＬＥＤ化

等を進めてまいりました。 

 令和８年度は、計画策定から５年

目を迎えますので、これまでの施策

の検証を行い、中間見直しを実施し

てまいります。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 三浦課長。 

○三浦環境業務課長  質問番号１

０番、リサイクルプラザ整備事業に

係ります質問にお答えいたします。 

 リサイクルプラザ整備事業の修

繕料は、本市ストックヤードの施設

修繕や機材修繕を行うための経費

となっております。 

 令和８年度は、リサイクルプラザ

に設置されておりますペットボト

ル圧縮梱包機の消耗部分や経年劣

化部分の交換が必要であり、その費

用が約１１２万円と見込まれてい

ることから、例年の修繕費に上乗せ

して計上しているものでございま

す。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 西村課長。 

○西村保健福祉課長  保健福祉課

に係ります２点の御質問にお答え

いたします。 

 質問番号１１番、健都イノベーシ

ョンパークの土地売払収入の増額

要因につきましては、令和７年度の

当初予算は、令和５年８月の土地鑑

定額を基準とし、令和６年の３月に

時点修正した金額で計上しており

ました。令和７年度の公募を実施す

るために、令和７年５月に改めて鑑

定の時点修正を行った結果、土地価

格が上昇していたことから、令和６

年３月の時点修正鑑定時よりもさ

らに高い鑑定額となり、それに基づ

き令和８年度の歳入予算額を設定

したものとなります。 

 質問番号１２番、健康増進アプリ

のリニューアルに係る質問にお答

えいたします。 

 新しいアプリでは、今年度まで実

施している健康マイレージ事業で

提供している歩数計測、健診受診、

イベントチェックインによるポイ
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ント付与機能に加えて、社会貢献活

動や心理的なインセンティブを取

り入れた新しい機能を備える予定

としております。 

 具体的にはアプリ内で貯めたポ

イントを寄附することで、利用者自

身が社会貢献活動に参加できるよ

うな仕組みを導入したいと考えて

おります。 

また、同じような健康目標を持つ

市民同士がアプリ内のグループ機

能を利用して写真やコメントを共

有することで、時には競い合い、時

には励まし合いながら、心身の健康

を共に目指すことができるような

機能を付加したいと考えておりま

す。 

これらの機能を通じまして、健康

づくりの楽しさや意義をより多く

の市民に感じていただけるアプリ

を目指してまいりたいと考えてお

ります。 

以上でございます。 

○光好博幸委員長 仲野課長。 

○仲野生活支援課長  生活支援課

に係ります２点の御質問にお答え

させていただきます。 

質問番号１３番、生活保護システ

ム標準化対応業務委託事業につき

ましては、地方公共団体情報システ

ムの標準化に関する法律により、生

活保護システムを標準化対応する

必要が生じました。 

生活保護システムも標準化の移

行を行う予定でございましたが、現

在のシステム事業者である富士通

ジャパンが、人材の確保が困難であ

るとのことから標準化対応を見送

りました。 

ほかのシステム事業者につきま

しては、現在システムを稼働してい

る地方公共団体の対応を優先する

ことから、ほかのシステム事業者で

の対応も行うことができず、令和７

年度末までに移行ができなくなり

ましたが、新たに標準化に対応した

システムの選定及び導入、保守を実

施するために、令和８年度から令和

１４年度の期間で９，８６８万３，

０００円を限度額として、債務負担

行為を計上させていただいたもの

でございます。 

質問番号１４番、生活困窮者自立

支援事業における学習支援事業に

ついての御質問にお答えいたしま

す。 

これまで学習支援事業に来た子

供たちが自主的に参考書や宿題な

どに取り組み、分からないところを

学生ボランティアが教えるという

取組を行っております。 

今年度は新たに学習したことの

習熟度や定着度を確認できるよう、

最初に以前に学習したことの振り

返りとして１０分間テストを行い、

子供たち自身がどの程度理解でき

ていたのか、また、間違ったところ

は反復するなど、学習意欲の向上に

つながっていると感じております。 

来年度におきましても、子供たちが

安心して来られる居場所づくりの

役割はもとより、これまで取り組ん

できた内容を精査しながら改善を

図ることで、子供たちの学力向上に

寄与していきたいと考えておりま

す。 

以上でございます。 

○光好博幸委員長 細井課長。 

○細井高齢介護課長  質問番号１

５番、高齢者移送サービスは、市内
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及び近隣市への通院等に一人で外

出することが困難な車椅子を利用

する６５歳以上の市民で、基本チェ

ックリスト該当者、または要支援１

以上の要介護認定をお持ちの方に

月４回まで無料での移送をシルバ

ー人材センターへの委託により福

祉車両４台、運転手７名体制で実施

するものでございます。 

 委託料につきまして、制度の内容

自体は令和７年度との変更はござ

いませんが、最低賃金の上昇や燃料

費の高騰等を踏まえ、昨年度比４５

万９，０００円増の１，２９４万２，

０００円を計上しております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 由井次長。 

○由井保健福祉部次長  障害福祉

課に係ります２点の御質問にお答

えさせていただきます。 

 質問番号１６番、介護給付・訓練

等給付事業の増額の質問です。 

 全体としましては、障害福祉サー

ビスの利用回数が増加しているこ

と、利用者の高齢化・重度化に伴い、

支援区分や報酬単価が増え、１件当

たりの給付費が増加していること

が増額の要因となっております。 

 各サービスについて見ると、施設

入所支援や共同生活援助、居宅介護

給付費、就労継続支援Ｂ型が大きく

増額しているほか、令和７年の１０

月からスタートした就労選択支援

につきましても計上しております。 

 質問番号１７番、手帳申請受付交

付事業についての御質問です。 

 身体障害者手帳の新規交付、等級

変更、障害名の追加につきましては、

診断書が必要であります。その際に、

生活保護世帯を除く市民税非課税

の世帯に関しては、摂津市身体障害

者手帳診断費用助成要綱に基づき、

手帳の診断料を助成しております。 

 増額理由としましては、新規申請

が令和６年度から令和７年度で３

０％増加しております。その増加傾

向にあることと、助成の対象となる

市民税非課税世帯の件数も増えて

いることから、増額しているもので

す。 

 以上です。 

○光好博幸委員長  答弁が終わり

ました。 

光田委員。 

○光田あまね委員  御答弁ありが

とうございます。 

 ２回目の質問と一部要望を伝え

させていただきます。 

 まず、１点目です。 

 安全性を保つためにも、計画的に

修繕等メンテナンスを進めていた

だきますよう、要望といたします。 

２点目です。 

令和６年度に正雀市民ルームと

コミュニティプラザをＬＥＤ化さ

れたとのことですが、どのくらいの

節約の効果があったのか、お伺いい

たします。 

３点目です。 

戸籍振り仮名事業の申請状況と

令和８年度の実施内容についてお

聞かせいただきました。次に、事業

が完了し、全ての戸籍に振り仮名が

つけられた後はどのような活用が

できるのか、また、どのような効果

が期待できるのかということにつ

いてお伺いいたします。 

４点目です。 

文化スポーツ課、照明器具のＬＥ

Ｄ化更新についての借上料という
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ことであれば、リース契約によるも

のかと推察します。リース期間と総

額はどのようになっていますか。ま

た、リース期間中のメンテナンスや

リース終了後の器具等の取扱いは

どのようになるのかをお尋ねいた

します。 

５点目です。 

体育の授業だけでなく、スポーツ

をすることで、体力づくりにつなが

ると思います。また、部活動のよう

な環境では、仲間づくりやコミュニ

ケーション力の向上、チームワーク

を学ぶなど、多くのメリットがあり

ます。加えて、大会出場など活動の

目標となるものがあると、その目標

に向かって努力するというメンタ

ルの育成にもなり、中学生の時期に

は重要な活動の一つだと思います。 

子供たちが活躍する場づくりでも

あり、代表質問の答弁にもありまし

たように、移行期でも子供たちがつ

らい思いをすることがないよう、配

慮しながら進めていただくよう要

望といたします。 

６点目です。 

工場で後継者不足が課題である

というお話を伺いました。せっつキ

ッズファクトリーもその取組の一

環であるとは思いますが、ほかにも

事業承継の取組は実施されている

のか、お伺いいたします。 

７点目です。 

毎年認定品や認定企業が増えて

いき、ＰＲが大変になるかと思いま

すが、どのような計画になっている

のかお伺いいたします。 

８点目です。 

本市の農福連携の取組はよく分

かりました。一般向けの市民農園が

非常に人気が高く、貸出率は９割を

超えているとお聞きしています。一

般市民向けの市民農園だけではな

く、何らかのケアを要する方々も安

心して農業体験ができるよう、引き

続き福祉団体専用の農園を確保い

ただきますよう、要望いたします。 

そして、２回目の質問とさせていた

だきますが、本市において、民間レ

ベルでの農福連携は進んでいるの

でしょうか、事例があれば御紹介く

ださい。 

９点目です。 

計画書の２８ページでは、地球温

暖化対策の技術開発の状況等を踏

まえて見直すとありますが、話題の

ペロブスカイト太陽電池の導入に

ついてはどのようにお考えでしょ

うか。 

１０点目です。 

ペットボトル圧縮梱包機の役割

と、１１２万円という決して安くは

ない金額をかけてでも整備が必要

となる理由についてお伺いいたし

ます。 

１１点目です。 

歳入予算については理解いたし

ました。令和７年度公募についての

これまでの動きとこれからの予定

についてお伺いいたします。 

１２点目です。 

市が求める内容について理解い

たしました。事業者は令和８年度に

選定するということですが、選定方

法やアプリ導入までの今後のスケ

ジュールについてお伺いいたしま

す。 

１３点目です。 

生活保護システム標準化対応業

務委託を行う理由について理解い
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たしました。令和８年度から令和１

４年度まで債務負担行為期間を設

定していますが、どのようなスケジ

ュールを想定されているのかお伺

いいたします。 

１４点目です。 

学習支援事業の取組について理

解いたしました。運営に協力いただ

いている大阪人間科学大学の学生

ボランティアについて、学生ですの

で、卒業される方もいらっしゃり、

人材が流動的になると思いますが、

人材確保についてどのように取り

組まれているのかお伺いいたしま

す。 

１５点目です。 

高齢者移送サービス委託料につ

いては、令和７年度と制度自体に変

更がないことで理解いたしました。 

以前にも申しましたが、高齢化が進

む中、当該サービスは高齢者の外出

手段として重要なものであり、需要

がさらに増加していくと思われま

す。そのような中、利用者の利用目

的や予約の状況等はどのようにな

っているのか、改めて教えてくださ

い。 

１６点目です。 

障害福祉のサービスがいろいろ

あること、また増額した理由につい

ては理解いたしました。発達障害な

どの障害がある児童の親御さんは

将来に対する不安などがあると思

いますが、児童と障害者についてサ

ービスの内容が変わるものはあり

ますでしょうか。 

１７点目です。 

こちらも理解いたしました。対象

者が増え、手帳交付までの手続も大

変かと思いますが、スムーズに申請

から手帳交付まで進めていただく

よう、要望といたします。 

２回目は以上です。 

○光好博幸委員長 それでは、答弁

を求めます。 

 川本副理事。 

○川本生活環境部副理事  令和６

年度にＬＥＤ化したコミュニティ

プラザと正雀市民ルームでどれぐ

らい節約できたかというお問いで

ございます。 

ＬＥＤ照明単体だけで効果を測

るのは難しいのですが、それぞれの

施設の切替え前１年間と切替え後

１年間の電気の使用量と金額を比

較しますと、コミュニティプラザで

は切替え前の年間電力使用量が６

２万８，２６４キロワットアワーで、

電気代が１，７４４万２，１０６円。

ＬＥＤ切替え後の年間電力使用量

が５５万２，９３６キロワットアワ

ーで、電気代が１，７３３万６，０

３１円で、年間１０万６，０７５円

の減となっております。 

正雀市民ルームでは、切替え前の

年間電力使用量が５万６，６６３キ

ロワットアワーで、電気代が１８４

万１，２２０円。ＬＥＤ切替え後の

年間電力使用量が４万２，７８２キ

ロワットアワーで、電気代が１６５

万９，５７３円で、年間１８万１，

６４７円の減となっております。 

昨今の光熱費の高騰により、当初

の想定よりは電気代の節減額が少

なくはなっておりますが、電気使用

量は２割前後の減となっておりま

すので、一定の節減の効果は図られ

たものと考えております。 

以上でございます。 

○光好博幸委員長 坂本課長。 
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○坂本市民課長 質問番号３番、戸

籍事務事業における振り仮名業務

に関する御質問でございます。 

 戸籍振り仮名事業完了後につい

てでございますが、全ての戸籍に戸

籍記載事項といたしまして振り仮

名が追加された後には、住民票や戸

籍附票等に振り仮名が表記されま

して、本人確認資料として用いるこ

とができるようになりますほか、正

確に氏名を呼称することが可能と

なってまいります。 

 また、事業の効果といたしまして

は、これまで金融機関等におきまし

て複数の振り仮名を使用いたしま

して別人を装って悪用するケース

が全国で繰り返されてきましたが、

氏名の振り仮名が戸籍記載事項と

なることで、このような問題を防止

することにつながってくるとされ

ております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 妹尾課長。 

○妹尾文化スポーツ課長  文化ホ

ールを管理しているいきいきプラ

ザのＬＥＤ化につきましては、リー

ス契約によるものでございまして、

期間は１０年間、支払い総額が６８

４万２，８８０円となる予定でござ

います。 

 なお、リース期間中のメンテナン

スにつきましては、施工事業者が負

担するものでございまして、また設

置された器具等については、リース

終了後に本市に無償譲渡されるこ

とになっております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 鈴木課長。 

○鈴木産業振興課長  質問番号６

番の事業承継の取組についてでご

ざいます。 

事業承継におきましては、計画的

な取組が重要でございますが、経営

者の高齢化が進んでいるにもかか

わらず、取組は進んでおりません。

近年は後継者が見つからないこと

で、事業が黒字でも廃業を選択する

ケースもございます。 

事業承継に係る具体的な手続に

つきましては、国が設置いたします、

大阪府事業承継・引継ぎ支援センタ

ーで具体的に支援されますが、まず

は事業者が準備の必要性に気づく

ということが重要でございまして、

摂津市商工会におきましては、事業

承継セミナーを年に３回程度実施

し、啓発を行っております。令和７

年度からは本市も共催という形で

参画いたしまして、ＰＲの強化を図

っております。 

質問番号７番、摂津ブランドのＰ

Ｒの取組についてでございます。 

令和６年度から二つの大学と連

携し、学生と協力してＰＲ動画の制

作を行っておりまして、令和６年度

に４本の動画が完成しております。

動画はユーチューブで放映してお

りまして、今後イベントなどでも放

映できるように模索しております。 

令和７年度にも４本の動画制作に

取り組んでおりますが、学校とスケ

ジュール調整等をしながら進めて

おりまして、完成は令和８年度にな

る見通しでございます。 

今後も、大学等と連携してＰＲ動

画の制作を進めていきたいと考え

ております。 

以上でございます。 

○光好博幸委員長 川西副理事。 

○川西生活環境部副理事  質問番
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号８番の２回目でございます。 

 民間レベルでの農福連携という

ことですが、聞き及んでおりますこ

とで申し上げますなら、鳥飼八町に

ございます農業法人が複数の就労

継続支援Ｂ型の事業所と連携して

おられます。またこの法人様は、隣

接するデイサービスの利用者の皆

さんにも畑仕事を提供されておら

れます。 

 この法人の代表者の方なんです

けれども、今年の広報せっつ２月号

にも特集記事として掲載されてお

られましたので、皆様御存じかもし

れませんけれども、熱心に農福連携

に取り組んでおられます。 

 以上です。 

○光好博幸委員長 菰原課長。 

○菰原環境政策課長  質問番号９

番の再度の御質問にお答えいたし

ます。 

 ペロブスカイト太陽電池は、薄く

て軽く、折り曲げられるものもあり、

従来の太陽光パネルでは難しかっ

た建物の壁面やガラスなど場所を

選ばずに設置でき、また、原料のヨ

ウ素は国内で容易に調達できるこ

とから、次世代型の太陽電池として

高い期待が寄せられております。 

 しかしながら、ペロブスカイト太

陽電池は、従来のシリコン太陽電池

と比べてコスト面や寿命が短いこ

と、面積が大きくなると太陽光エネ

ルギーの変換効率が落ちることな

ど導入に向けての課題があるもの

と認識しております。 

 現在、国は、環境省及び経済産業

省が連携して補助金を用意し、ペロ

ブスカイト太陽電池の国内市場立

上げに向けた導入支援に乗り出し

ており、本市といたしましては、こ

のような国の動き等、情報収集に努

め、ペロブスカイト太陽電池に係る

調査研究を進めてまいりたいと考

えております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 三浦課長。 

○三浦環境業務課長  質問番号１

０番の再度の質問にお答えいたし

ます。 

 ペットボトル圧縮梱包機の役割

についてでございますが、資源とし

て回収されたペットボトルは、その

まま引き取ってもらうことをせず

圧縮減容し、搬送しやすいように梱

包した上で、資源として引き取って

もらっております。その結果、令和

６年度実績では、ペットボトル拠出

金といたしまして２，２９８万８，

９０８円の歳入につながっており

ます。 

 また、このペットボトル圧縮梱包

機は、令和２年２月に１，８４８万

円で納入されたものであり、今年度

末時点で稼働し始めてから約６年

が経過いたします。そのため、機械

各所に修理・交換が必要な部分が年

次点検で見つかっていることから、

大きな故障につながる前にメンテ

ナンス等を行うものでございます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 西村課長。 

○西村保健福祉課長  質問番号１

１番、健都イノベーションパーク企

業立地推進事業の、令和７年度の状

況と今後の予定についてお答えい

たします。 

 令和７年度につきましては、１１

月７日に公募要項を市のホームペ

ージで公開し、１１月に１回目、令
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和８年１月に２回目の公募要項等

に係る質疑回答を実施いたしまし

た。 

 その後、事業者から参加意思表明

書の提出を受け１次審査を実施し、

結果を２月２７日に事業者へ通知

しております。 

 今後の流れといたしましては、３

月２６日に摂津市健都イノベーシ

ョンパーク立地企業等選定委員会

を開催し、事業者のプレゼンテーシ

ョンの審査・採点を行い、優先交渉

権者を決定いたします。 

 優先交渉権を得た事業者とは一

旦仮契約を締結し、その後、令和８

年第２回定例会において議会の承

認をいただければ、本契約へ移行す

る流れとなります。 

このスケジュールを基に事業を

進めてまいりたいと考えておりま

す。 

 質問番号１２番、健康増進アプリ

の事業者の選定につきましては、事

業の性質上、アプリの内容を重視し

た決定をしたいと考えております

ので、プロポーザル方式の公募を予

定しております。 

 スケジュールについては、３月中

旬に公募要項を公開し、予算の承認

をいただいた後、参加意思のある事

業者を募集、４月中旬に一次審査、

二次審査を経て、４月下旬には事業

者を決定し、速やかに契約に移りた

いと考えております。 

 契約後は、６月３０日までの期間

をアプリの開発期間として、７月１

日より新アプリをリリースするよ

うに事業を進めてまいりたいと考

えております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 仲野課長。 

○仲野生活支援課長  質問番号１

３番、生活保護システムの標準化の

スケジュールにつきましては、令和

８年度中に新たなシステム事業者

の選定を行わせていただき、既存の

システムから移行予定システムに

対応するためのデータ抽出を行う

予定でございます。 

 令和９年度中に新システムのデ

ータ移行と年度後半に現行・新シス

テムの並行稼働を行い、本格稼働を

行っていく予定でございます。 

 本格稼働の時期につきましては、

少しでも前倒しできればと考えて

おり、令和９年度中に行うことを見

込んで限度額を設定させていただ

いております。 

 なお、事業者選定のため、令和８

年度から債務負担行為として計上

させていただいておりますが、実際

に支出が発生するのは令和９年度

からを見込んでおります。 

 債務負担行為の限度額９，８６８

万３，０００円の内容といたしまし

ては、令和９年度にデータ抽出に係

る委託料１，０６８万３，０００円、

システム導入に係る委託料３，９６

０万円、システムの本格稼働を行え

た際の保守委託料として４４０万

円を見込んでおり、令和１０年度か

ら令和１４年度までは保守委託料

として毎年８８０万円、５か年で４，

４００万円を見込んでおります。 

 なお、データ抽出に係る委託料と

システム導入に係る委託料は、全額

国の補助対象となっております。 

 質問番号１４番、学習支援事業の

学生ボランティアについてお答え

いたします。 
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 大阪人間科学大学と本市におき

まして、生活困窮者学習支援事業に

係る覚書を締結しており、この覚書

に基づき学生ボランティアの依頼

を行っております。 

 これまで社会福祉学科と子ども

教育学科の学生に御協力をいただ

いておりましたが、今年度からは心

理学科の学生にも御協力をいただ

くこととなり、人材の確保について

拡充を図っているところでござい

ます。 

 学生たちの卒業など流動的な部

分はございますが、毎年大学の先生

方に御理解、御協力いただき、人材

の確保に努めているところでござ

います。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 細井課長。 

○細井高齢介護課長  質問番号１

５番、高齢者移送サービスについて

でございます。 

 利用目的は、利用者の大半が市外

への病院送迎となっております。 

 予約状況は、稼働率約９０％で推

移しておりますが、市外病院への利

用ということで車両１台当たりの

回転率の低下、また、予約を当日キ

ャンセルされる方も増加傾向にあ

ることを踏まえ、当日キャンセルの

取扱いを主とした予約方法の見直

しを、シルバー人材センターと令和

７年度に協議の上、実施したところ

であり、今後、実施効果について検

証していく予定をしております。 

以上でございます 

○光好博幸委員長 由井次長。 

○由井保健福祉部次長  質問番号

１６番の２回目の、児童と障害者で

のサービス内容についての御質問

にお答えいたします。 

 障害福祉サービスにおける１８

歳未満の児童から１８歳以上の成

人への移行は、法律が児童福祉法か

ら障害者総合支援法へ変わる大き

な節目です。一般に１８歳の壁と呼

ばれ、手続や利用するサービスの種

類は大きく変わります。 

移行は１８歳の直前ではなく、余

裕を持って準備を始める必要があ

ります。１８歳未満の児童の方では、

成長・発達の支援を目的としたもの

として、通所としての放課後等のデ

イサービス、児童発達支援などのサ

ービスがございます。１８歳からの

成人向けのサービスとしては、地域

生活の自立、就労を目的とした生活

介護、自立訓練、就労継続支援のＡ

型・Ｂ型などがあり、利用には、原

則として障害支援区分が必要とな

ります。 

障害支援区分については、障害の

ある方が福祉サービスを利用する

際に、どの程度の支援が必要かを客

観的に判定する指標です。障害支援

区分は、心身の状態に応じて区分の

１から６に判定され、支給量、サー

ビスの内容が決定されるものです。 

１８歳で所管部署が変わりますこ

とから、庁内でも関係部署と連携を

取ってまいります。 

以上です。 

○光好博幸委員長  答弁が終わり

ました。 

 光田委員。 

○光田あまね委員  御答弁ありが

とうございます。 

 それでは、３回目は要望とさせて

いただきます。 

 ２点目、エネルギーが高騰してい
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る中、予定されている金額よりも少

なくなってしまったとのことです

けれども、エネルギーの節約はＳＤ

Ｇｓの観点からも大切ですし、同等

以上の効果で経費を抑えられるの

であれば、引き続き進めていただく

よう要望といたします。 

３点目、戸籍振り仮名事業につい

て、その活用や効果についてお聞か

せいただきました。この事業によっ

て、犯罪の抑止にもなる可能性があ

るということですので、非常に私も

期待しております。氏名の振り仮名

に誤りのある方が令和８年５月２

５日までに漏れなく届け出ること

ができるよう、さらなる周知をお願

いいたしまして、要望とさせていた

だきます。 

４点目、今回、いきいきプラザの

館内照明器具がＬＥＤ化されると

のことですが、文化スポーツ課は多

くの施設を所管し、全施設ともおお

むねＬＥＤ化されていると思いま

す。施設によっては、廊下などごく

一部で蛍光灯が残っている施設が

あるかと思います。今後も計画的に

ＬＥＤ化していくよう要望といた

します。 

６点目、ものづくり業界を含め基

幹産業となる経営に対し、可能な形

で引き続き伴走支援、また協力をし

ていただきますよう要望いたしま

す。 

７点目、令和６年度から二つの大

学の学生と連携して動画を制作し、

ユーチューブで配信されていると

のことですが、再生回数が思うよう

に伸びていないかと思います。中小

企業にとっては、売上向上、認知度

向上が目的でもあると思いますの

で、実利に結びつくよう引き続き工

夫をしていただくよう要望といた

します。 

８点目、農業体験を通じて社会参

加を後押しする農福連携は、すばら

しい取組だと思います。私も、知人

でこのような取組をされている方

がいらっしゃいますが、やはり命と

触れることによって、今まで車椅子

を使われていた方が立ち上がって

その作業をしているというお話も

聞きます。命に触れるということは、

社会参加だけではなくていろんな

意味でもすばらしいと思いますの

で、今後の農福連携がさらに進展す

るよう、生活環境部だけではなく、

保健福祉部とも連携して取り組ま

れるよう要望いたします。 

９点目、非常に高い期待が寄せら

れている技術開発でもありますの

で、国の動き、情報収集に引き続き

努められ、調査研究を進めていただ

くよう要望いたします。 

１０点目、ペットボトル圧縮梱包

機の役割及びその整備理由につい

て理解いたしました。令和６年度実

績では２，０００万円以上の歳入に

つながっているということですの

で、整備のために約１００万円かか

ったとしても十分に意味のあるこ

とだと考えます。今後も、今ある機

材を適切に維持管理していただく

よう要望いたします。 

１１点目、公募の状況につきまし

ては、決算審査の際にお示しいただ

いたスケジュールどおりに進んで

いるとのことで、安心いたしました。

今後の事業者選定に当たっては、健

都のコンセプトである健康・医療の

まちづくりに主体的に参画いただ
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ける事業者であるかを十分に見定

めていただきたいと思います。 

併せて、市民を対象としたサービ

ス提供や、情報発信を通じて健康に

対する具体的な気づきや行動変容

を促す提案を求め、市民の健康寿命

の延伸に寄与できるものかもしっ

かりと見定めていただきたいと思

います。 

さらに、事業者との契約締結後に

は、事業者を含め、近隣住民の方々

との丁寧なコミュニケーションを

図りながら、地域と調和した形で事

業を進めていただきますよう要望

といたします。健都のまちづくりが

地域住民の方々の理解や共感を得

ながら着実に実現することを、強く

期待しています。 

１２点目、現行の健康マイレージ

事業については、多くの市民の方の

運動習慣の定着に寄与していると

思います。健康マイレージ事業が終

了し、新アプリのリリースまでに一

定の時間が必要ということは理解

しますが、市民に定着している運動

習慣を継続させるためには、空白期

間をなるべく短くすることも重要

かと思います。予定のスケジュール

から遅れることがないように、決定

した事業者とも、しっかり連携しな

がら取組を進めてくださいますよ

うお願いします。 

健康は、市民が豊かで満足度の高

い生活を送る上では欠かせないも

のだと考えます。このような事業の

積み重ねが市民の健康、ひいては幸

せにつながるものだと考えますの

で、これからも様々な工夫を重ねて

しっかりと取り組んでいただくよ

う要望といたします。 

１３点目、生活保護システム標準

化についての内容などについて理

解いたしました。システム導入であ

れば、実際に業務に取り組む職員の

方が使いやすいシステムを導入す

る必要があるかと思います。導入費

用だけではなく、将来的なランニン

グコストなども考慮した上で、業界

内のシェアなど、一定の規模や操作

性などを総合的に考慮され、しっか

り業者選定を行っていただくよう、

要望としておきます。 

１４点目、大学生のボランティア

ですが、毎年卒業される方もいらっ

しゃる中で、人員の確保は大変だと

思います。今後も大阪人間科学大学

の先生方と連携を図り、生活保護世

帯や生活困窮者世帯の子供たちが

学習できる機会をしっかり確保し

ていただき、また、高校進学や安定

した就労につながるなど、貧困の連

鎖の抑制に努めていただくよう要

望いたします。 

１５点目、地域公共交通と高齢福

祉分野の移送サービスは、互いに補

完し合いながら連携を強化し、地域

の移動ニーズに対応することが重

要と考えます。特に高齢者などの移

動が困難な方々に対し、公共交通と

福祉輸送サービスが柔軟に役割を

分担することが重要と考えますの

で、安心して利用できる環境を整え、

実効性のある体制を構築できるよ

う、関係各所が協力して取組を進め

ていただきますよう要望といたし

ます。 

１６点目、障害児と障害者とのサ

ービスが途切れることのないよう、

連携していただくことを要望いた

しまして、私の質問を終わります。 
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ありがとうございました。 

○光好博幸委員長  光田委員の質

問は終わりました。 

 大川委員。 

○大川ゆり委員 それでは、本予算

案が真に市民の皆様の福祉向上と

本市の持続可能な発展に寄与する

ものか、建設的な議論を展開してま

いる所存でございます。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 私からは、１４点の質問をさせて

いただきます。 

 まず１点目、予算概要２６ページ、

地域活性化事業補助金について伺

います。 

前年度と比較して大幅な増額の

予算が計上されておりますが、まず

はこの増額に至った具体的な理由

と背景についてお聞かせください。 

２点目、予算概要２８ページ、市

民公益活動補助金１５０万円につ

いてお伺いいたします。 

この補助金は、市民による自発的

な課題解決を支援する大切な政策

です。まずは、この制度の目的と仕

組みについてお伺いいたします。 

３点目、予算概要３６ページ、証

明書交付等事業についてお尋ねい

たします。 

昨年１１月の決算審査に係る委

員会でも質問をさせていただきま

したが、マイナンバー制度が始まっ

ておよそ１０年が経過し、マイナン

バーカードの普及もできてきたこ

とから、コンビニ交付に対する需要

は伸びていることと思われます。第

８号補正予算において、補正予算書

３３ページにコンビニ交付システ

ム改修委託料が計上されておりま

すけれども、この内容についてお聞

かせください。 

４点目、予算概要４２ページ、中

学校部活動地域展開事業について、

新規事業と書いてありますけれど

も、どのような内容なのかお伺いい

たします。 

５点目、予算概要４２ページ、体

育施設維持管理事業の修繕料につ

いて、前年度と比較すると令和８年

度は５１１万円の増額となってお

りますけれども、どのような要因が

あるのかお伺いいたします。 

６点目、予算概要８０ページ、産

業振興課の鳥飼なす保存奨励事業

について御質問いたします。 

鳥飼なすは、本市の名産品でもあ

り、シティプロモーションにも欠か

せないものでございます。ただ、鳥

飼なすは品種改良を行っていない

オリジナルのままの品種のため、非

常に栽培が難しいものとも聞いて

おります。 

まず１回目の質問では、鳥飼なす

保存奨励事業の詳細をお伺いしま

す。 

７点目、予算概要７２ページ、環

境政策課の飼犬等保護管理事業に

ついてお伺いいたします。 

今回の令和８年度予算案におい

て計上されている本事業ですけれ

ども、昨年度には見られなかった項

目等が含まれております。 

まず、この事業が予算化されるに

至った経緯と財源の性質について

お伺いします。 

８点目、予算概要８０ページ、環

境業務課の環境センター維持管理

事業の修繕料１００万円について

お伺いいたします。 

環境センターは、既に解体の延期



－19－ 

が決定しております。本来、解体時

期が変更されれば、それに伴う維持

管理の在り方も再検討されるべき

ですけれども、今回の予算案では、

令和７年度と同額の１００万円が

計上されております。解体が延期さ

れ、施設を保有し続ける期間が延び

た中で、維持管理予算が前年と変わ

らず計上されていることについて、

どのような積算根拠に基づいてい

るのか、延期に伴う管理方針の変更

や精査は行われたのか、お伺いいた

します。 

 ９点目、予算概要４４ページの地

域福祉関係団体補助事業の民生児

童委員協議会補助金について、前年

比で１３２万２ ,０００円の減額と

なっておりますが、この原因と、昨

年１２月の一斉改選の状況につい

てお伺いいたします。 

 １０点目、予算概要７０ページの

感染症予防事業の各種予防接種実

費負担額補助金について、前年比で

１，４４２万５，０００円の増額と

なっておりますが、この内容と増額

の要因についてお聞かせください。 

 １１点目、予算概要６６ページ、

生活支援課の生活保護事業におけ

る生活保護費について、令和８年度

当初予算は約３２億８，５００万円

の予算が計上されておりますが、令

和７年度当初予算に比べ約４億円

少ない予算となっております。 

 まず、今回の予算を計上した根拠

について、お教えください。 

 １２点目、予算概要４６ページ、

地域介護予防活動支援事業につい

て、令和７年度までは特別会計で予

算計上されていたかと思います。令

和８年度からは一般会計で計上さ

れている理由について、お教えくだ

さい。 

 １３点目、予算概要５０ページ、

市立みきの路運営事業について、お

伺いいたします。 

 先日、私自身もみきの路を訪問さ

せていただきましたが、令和８年度

予算案において修繕料が増額され

ております。施設を利用されている

方々が毎日、安心して過ごせる環境

を維持することは極めて重要です。

今回、具体的にどのような箇所の修

繕を予定されているのか、その内容

について詳しくお聞かせ願えます

でしょうか。 

 最後１４点目、予算概要５２ペー

ジ、障害福祉計画策定事業について、

お伺いいたします。 

 次期計画策定に向けて実態調査

のためのアンケート業務委託料が

計上されておりますが、この調査の

具体的な対象者数や委託業務とし

て想定している作業範囲について

詳しくお聞かせ願えますでしょう

か。 

 以上、よろしくお願いします。 

○光好博幸委員長 川本副理事。 

○川本生活環境部副理事  １点目、

地域活性化事業補助金が大きく増

えている理由と、その背景について

の御質問にお答え申し上げます。 

 地域活性化事業補助金は令和７

年度予算が７６２万円で、令和８年

度は１，２７９万８，０００円と大

きく増えております。 

 これは文化スポーツ課所管の事

業に地区市民体育祭実施補助金が

ございましたが、地区市民体育祭も

地域の活性化を目的とするもので

ございますので、地区市民体育祭実
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施補助金を地域活性化事業補助金

に組み入れて地域活性化事業補助

金に一本化したため、予算が大幅に

増加したものでございます。 

 背景といたしましては、地区市民

体育祭は令和７年度におきまして

１２地区のうち６地区が実施され

ていない状況でございました。そう

いったことから、地域活性化事業補

助金と地区市民体育祭実施補助金

を統合し一本化することで、地区市

民体育祭を実施するところは今ま

でどおり実施していただき、地区市

民体育祭を実施できないところは

それ以外の事業を新たに展開しや

すくなるように制度を見直したも

のでございます。 

 続きまして、２点目の市民公益活

動補助金の制度の仕組みのお問い

について、お答え申し上げます。 

 市民公益活動補助金は市民公益

活動を積極的に行う団体が実施す

る事業に対し、補助金を交付するこ

とによりその事業を実施する団体

の育成と市民公益活動の活性化を

図ることを目的とするものでござ

います。 

 補助金制度には市民公益活動を

開始してから３年以内の団体が行

う事業を対象とする初期事業コー

スと、１年以上継続して市民公益活

動を行っている団体が新たに行う

事業を対象とする発展事業コース

がございます。 

 補助金の額につきましては、初期

事業コースが補助対象経費の１０

分の１０で１０万円が限度となり

ます。発展事業コースは１回目が補

助対象経費の４分の３、２回目が３

分の２、３回目が２分の１でそれぞ

れ３０万円が限度となっておりま

す。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 坂本課長。 

○坂本市民課長  市民課に関しま

しての御質問に御答弁申し上げま

す。 

 質問３番のコンビニ交付に対す

る御質問でございます。 

 補正予算で予算計上させていた

だいておりますコンビニ交付シス

テム改修委託料の内容についてで

ございますが、旧氏及び旧氏の振り

仮名を戸籍附票の記載事項とする

住民基本台帳法施行令が一部改正

されることに伴いまして、コンビニ

交付システムで発行する戸籍の附

票に旧氏及び旧氏の振り仮名を記

載できるようシステム改修をする

ものでございます。 

 また本予算には国の令和７年度

補正予算において総務省所管の社

会保障・税番号制度システム整備費

補助金が１０分の１０で措置され

ておりまして、この全額を繰り越し

まして令和８年度での執行を予定

するものでございます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 妹尾課長。 

○妹尾文化スポーツ課長  中学校

部活動の地域展開事業についての

御質問にお答えいたします。 

 本事業は急激な少子化が進む中

で、学校単位での部活動の実施が難

しくなりつつある状況や学校現場

での働き方改革など様々な要因の

下、スポーツや文化芸術の活動を地

域全体で連携して支え、中学生が幅

広く活動する機会を提供できるよ

うに図ってまいるものでございま
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す。まずは休日の部活動を中心に、

段階的に地域クラブ化しまして、将

来的には平日の部活動についても

地域クラブ活動に展開していくこ

とを目標にしております。 

 それから体育施設維持管理事業

における修繕料についての御質問

にお答えいたします。 

 令和７年度と令和８年度を比較

いたしますと５１１万円の増加と

なっております。これは体育施設の

維持管理にかかる経常的な修繕料

として計上しております３３５万

円に加えまして、臨時的に修繕を予

定しているものにつきまして６１

１万５，０００円を政策経費として

要求しているものでございます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 川西副理事。 

○川西生活環境部副理事  質問番

号６番、予算概要８０ページ、鳥飼

なす保存奨励事業の詳細について、

御説明いたします。 

 これは鳥飼なすの栽培に市が実

際に関与することで鳥飼なすを絶

やすことなく未来につなげていく

ための事業でございます。 

 主なものといたしまして具体的

には、鳥飼なすの成長段階を３段階

に分けましてそれぞれ委託してお

ります。 

 まず一つ目が、鳥飼なすの実から

発芽可能な種を実際に取り出すた

めの委託料。 

 二つ目が、その種を発芽させて、

苗まで栽培するための委託料、この

二つなんですけども摂津市内で鳥

飼なすに長年携わっておられます

ベテランの農家に委託をしており

ます。 

 最後の段階といたしまして、その

苗を畑に植えまして、実際、鳥飼な

すの実が収穫できるまで栽培して

いただくための委託料でございま

す。この最後の段階は摂津市農業振

興会に委託しておりまして、会員の

皆さんに力を合わせていただいて

鳥飼なすの栽培に励んでいただい

ております。 

 このような形でそれぞれ専門家

であったり摂津市農業振興会であ

ったり、熱意ある方に鳥飼なすが絶

えないようにお願いいたしまして

万全を期しております。 

 以上です。 

○光好博幸委員長 菰原課長。 

○菰原環境政策課長  環境政策課

に関わります質問番号７、飼犬等保

護管理事業に関する御質問にお答

えいたします。 

 飼犬等保護管理事業では令和８

年度に新たに報償金、一時保育委託

料、警備業務等委託料などを動物愛

護に関する記念講演会に必要な予

算として計上しております。 

 講演会企画の背景といたしまし

て、令和７年度中に個人の方から動

物愛護に関する事業への活用を希

望する指定寄附金をいただき、その

思いに応えるため動物愛護に関す

る記念講演会を実施するものでご

ざいまして、動物愛護に造詣が深い

講師をお招きし、市制施行６０周年

記念事業にも位置づけ、事業を展開

する予定としております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 三浦課長。 

○三浦環境業務課長  質問番号８

番、環境センター維持管理事業の修

繕料に係る御質問にお答えいたし
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ます。 

 茨木市とのごみ処理広域化以降、

環境センターでのごみ焼却業務は

終了し、現在はごみ収集業務の拠点

として活用しております。 

 このたび環境センター解体の再

度の延期を決定したことから、解体

再開までは現環境センターをごみ

収集業務の拠点として維持するこ

とになると考えております。 

 これまで環境センターを解体す

る前提で修繕を控えてきておりま

したので、解体再開まで維持するに

当たり、設備等の修繕が一定程度、

必要となってくると考えておりま

す。 

 しかしながら、どの程度、修繕が

必要かにつきましては専門知識を

持つ業者に見ていただかなければ

判断できない部分も多いと思われ

ます。そのため、今後、環境センタ

ーの維持機能につきまして整理し

た上で、必要な修繕を行うことを考

えております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 西村課長。 

○西村保健福祉課長  保健福祉課

に係ります２点の御質問にお答え

いたします。 

 質問番号９番の民生児童委員協

議会補助金の御質問につきまして

は、民生児童委員協議会の全体の管

外研修やコロナ禍で中止となった

事業の再開の見込みがないことや、

事業の見直しにより活動費の執行

が減ったこと等、実情に合わせて補

助金額の見直しを行った結果、減額

となっております。 

 昨年１２月の一斉改選につきま

しては、定数１３７地区で継続委員

が８６名、新任委員が１１名の９７

名の民生委員に対し委嘱を行い、新

体制をスタートしております。 

 今回の一斉改選での退任者は、３

５名おられました。その後も随時の

委嘱を行い民生委員の確保に努め

ており、令和８年度４月からは１２

月時点より６人増の１０３名体制

でスタートを切る見込みとなって

おります。 

 しかしながら、定数に対して依然

として欠員がある状況であるため、

今後も民生委員の確保に向けた取

組を継続してまいります。 

 続きまして、質問番号１０番、感

染症予防事業の各種予防接種実費

負担額補助金の御質問です。 

 この補助金は、摂津市民が相互乗

入れの協定を締結していない市町

村で定期の予防接種を接種した際

に、一旦は全額実費負担いただき、

その後、領収書等の必要書類を添え

て申請いただき、償還払いで接種費

用の一部を助成するという補助金

となります。 

 令和８年度の予算で大きく増額

した要因といたしましては、帯状疱

疹ワクチンの任意接種について、接

種場所にかかわらず償還払いで補

助をする市独自の助成を開始する

ためです。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 仲野課長。 

○仲野生活支援課長  質問番号１

１番、生活保護費の予算の根拠につ

いて、お答えいたします。 

 生活保護費に係る予算要求の積

算根拠といたしましては、毎年、国

に要求している負担金の算定方法

と同様に令和８年度の予算要求に
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おきましては、令和７年度の４月か

ら７月までの実績額に令和６年度

の４月から７月までの実績額と８

月から翌年３月までの実績額の伸

び率を乗じた額を基に被保護者数

の動向や診療報酬改定、介護報酬改

定などを踏まえて予算要求をさせ

ていただいております。 

 なお、生活扶助や住宅扶助などに

つきましては増加を見込んでおり

ますが、医療扶助は令和７年度より

約４億６，０００万円以上の減額を

見込んでおり、各項目を算定した結

果、昨年度より４億４８４万５，０

００円少ない３２億８，５６５億９，

０００円を予算として計上させて

いただきました。 

○光好博幸委員長 細井課長。 

○細井高齢介護課長  質問番号１

２番でございます。 

 地域介護予防活動支援事業は、こ

れまで介護保険特別会計において

実施してまいりましたが、重層的支

援体制整備事業の実施に伴い、高齢

者に限らず障害者、子供、生活困窮

者など世帯全体を包括的に支える

体制の構築を目的として、属性を問

わない相談支援、参加支援及び地域

づくりに向けた支援を一体的に推

進する観点から、本事業のほか地域

包括支援センター運営事業、生活支

援体制整備事業と併せて令和８年

度より一般会計において予算計上

するものでございます。 

 なお、これらの事業につきまして

は介護保険料負担分を介護保険特

別会計から繰り入れて実施するこ

とになります。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 由井次長。 

○由井保健福祉部次長  障害福祉

課に関わります２点の御質問にお

答えさせていただきます。 

 まず、１３番のみきの路修繕料の

内容の質問にお答えさせていただ

きます。 

 市立みきの路の運営事業におけ

る修繕料の内容としましては、１階

廊下の壁紙の張替え、屋上防水の修

繕及び緊急の修繕費を計上してお

ります。 

 みきの路は入所の利用者の方に

とっては住環境であります。よって

不具合が生じた場合には大きな影

響が生じますことから、このように

計画的に修繕料を計上させていた

だいているものです。 

 施設の老朽化とともに今後につ

きましても、大規模修繕が必要な状

況は発生すると思われますので、今

後もしっかりと対応してまいりた

いと考えております。 

 続きまして、質問番号１４番の障

害福祉計画策定事業の対象者、内容

についての御質問についてお答え

させていただきます。 

 計画の策定に当たり、障害者施策

への意識や障害のある人の実態、各

種サービス利用の状況、意向等を把

握することを目的にアンケートを

実施するもので、身体障害者、知的

障害者、精神障害者、難病の方、障

害児を対象に計１，２００人へのア

ンケートを実施する予定としてい

ます。 

 委託の内容としましては、調査項

目の検討及び作成、封筒の印刷、封

入封緘及び発送、調査結果のデータ

入力、分析、結果報告書の作成等を

予定しております。 
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 以上です。 

○光好博幸委員長  答弁が終わり

ました。 

 大川委員。 

○大川ゆり委員  御答弁ありがと

うございます。 

 それでは、２回目の質問、一部、

御要望をお伝えいたします。 

 まず１点目、予算を一本化した狙

いについて、お伺いいたします。 

 今回の予算の統合によって各地

域の自治会がより柔軟にその地区

の実情に合った活動を展開できる

ようなメリットがあるのかどうか

をお伺いいたします。 

 ２点目、初期段階の活動から３年

間の継続を見据えた発展的な活動

まできめ細かくメニューが用意さ

れているということが分かりまし

た。実際にこれらのコースにおきま

して、具体的にどのような内容の事

業が申請されているのか、お伺いい

たします。 

 ３点目、コンビニ交付システム改

修委託料の内容について理解いた

しました。コンビニで発行される戸

籍附票に旧氏が記載されるとのこ

とでしたが、ますますコンビニ交付

の利便性は高まっていくと感じて

おります。私といたしましてもぜひ、

コンビニ交付をさらに推進してい

ってもらいたいと考えますが、令和

８年度に向けた周知の取組につい

て、お伺いいたします。 

 ４点目、中学校部活動の地域展開

は、国の方針に沿ってそれぞれの自

治体で取り組む事業であると思い

ますが、令和８年度、摂津市はどの

ように進めていくのか、お伺いいた

します。 

 ５点目、臨時的に修繕を予定して

いるものがあるとのことでしたが、

具体的にどのような内容か、お伺い

いたします。 

 ６点目、鳥飼なす作りに長年携わ

っておられる皆さんが、大切に鳥飼

なすを栽培して未来へと受け継い

でおられることが分かりました。こ

の鳥飼なすをぜひとも多くの皆さ

んに知ってもらいたいのですが、そ

のためにはまず、市民の皆さんに、

我がまち摂津の名産である鳥飼な

すを食べていただきたいのですけ

れども、どのような取組を展開され

ているのか、お伺いいたします。 

 ７点目、今回の予算措置が市民の

方からの動物愛護に役立ててほし

いという尊い指定寄附を原資とし

ているとのこと、その志を重く受け

止めて有効に活用していただきた

いと考えます。 

 日々、地域で活動されている動物

愛護のボランティアの方々からも

切実な声が届いております。特に、

悲惨な多頭飼育崩壊や後を絶たな

い動物虐待への対応については、現

状の行政の介入や、罰則の適用が市

民感覚からしても非常に弱く歯が

ゆい思いをされているのが実情で

す。こうした不幸な事案を未然に防

ぐためには、何よりもまず市民一人

一人の意識を変える啓発活動が不

可欠だと考えます。 

 今回の寄附をきっかけとした予

算化を機に、単なる事務的な手続の

周知にとどまらず、命の尊厳や適正

な飼育、最後まで責任を持って飼う

ことの重要性を訴える啓発活動を

より強力に推進すべきではないか

と考えます。虐待や多頭飼育といっ
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た困難な事案に関しても警察とも

連携しながら、市としても毅然とし

た態度で挑む体制を整えていただ

き、動物愛護を願う市民の思いに応

えて、人と動物が共生できる摂津市

の実現に向けた今後の具体的な啓

発の取組を要望といたしまして、こ

の質問を終わります。 

 ８点目、修繕料につきましては、

安全確保や施設の現状維持のため

に最低限必要であるとの説明があ

りましたが、一方で、具体的な解体

時期がいまだ確定していないとい

う状況にあります。解体が延期され

たからといって漫然と前年踏襲の

予算を投じ続けることは効率的な

財政運営の観点から避けるべきだ

と考えます。 

 今後、解体までのタイムスケジュ

ールを早期に明確化するとともに、

解体までの期間における維持補修

に要する費用と施設維持に必要な

安全性のバランスを十分に考慮し、

コストパフォーマンスを意識した

適切な維持管理の在り方を検討す

ることを要望いたしまして、この質

問を終わります。 

 ９点目、定数１３７地区のところ

９７名でスタートしたということ

で、今後、市域全体に福祉に関する

セーフティーネットを張るには、定

数を目指して新たな委嘱が必要だ

と考えます。 

 市として、どういった取組を考え

ているのか、お伺いいたします。 

 １０点目、帯状疱疹の任意接種に

対する補助制度の創設ですが、制度

の目的や内容、また制度の開始時期

及び予算の金額の根拠などを教え

ていただけますでしょうか。 

 １１点目、生活保護の予算計上の

交付について理解いたしました。最

近のニュースでは、生活保護の申請

件数はこれまでのように増加して

いるのではなく減少しているとの

報道を目にいたしました。本市の生

活保護世帯の状況について、お教え

いただけますでしょうか。 

 １２点目、重層的支援体制整備事

業において、高齢者の居場所づくり

となるつどい場は地域づくりの観

点からも非常に重要な役割を担う

と思いますので、関係機関ともしっ

かりと連携した取組をお願いいた

します。 

 ２回目の質問といたしまして、つ

どい場における現在の取組状況に

ついて、お伺いします。 

 １３点目、壁紙の張替えや屋上防

水など施設の安全性と快適性を守

るための適切な予算計上であると

理解いたしました。 

 また、みきの路は障害がある方々

にとって単なる施設ではなく、大切

な日々の生活の場そのものです。壁

紙１枚、雨漏り一つとっても、そこ

で暮らす方々の生活の質に直結い

たします。施設全体で老朽化が進ん

でいるとのことですが、今後も不具

合が生じてから対応するだけでは

なく、利用者の皆様が常に心地よく

安全に過ごせるよう、計画的かつ迅

速な修繕体制を継続していただく

ことを強く要望いたしまして、１３

点目の質問は終わります。 

 最後、１４点目、障害福祉計画策

定に向けたスケジュール、全体の流

れについて、お伺いいたします。 

 アンケート調査の結果をどのよ

うに計画案に反映させ、またどのよ
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うなプロセスを経て策定に至る予

定なのか、協議会の開催予定や、パ

ブリックコメントの実施時期も含

めて方針をお聞かせ願えますでし

ょうか。 

 以上です。 

○光好博幸委員長 それでは、答弁

を求めます。 

 川本副理事。 

○川本生活環境部副理事  １点目、

地域活性化事業補助金に一本化し

た狙いについての御質問にお答え

申し上げます。 

 １回目の答弁でも申し上げまし

たとおり、令和７年度におきまして

は１２地区のうち６地区で地区市

民体育祭が実施されていない状況

でございました。 

 しかしながら、地域活性化事業の

実施状況を見ますと、どの地区も何

らかの事業は展開されており、地域

で決して事業ができなくなったと

いうわけではございません。 

 そういったことから、地域活性化

事業補助金に一本化することで、体

育祭だけでなく事業が展開できる

ように柔軟にいろいろな事業を行

っていただきたいということで、制

度を見直したものでございます。 

 続きまして、２点目の市民公益活

動補助金でどのような内容が申請

されているのかというお問いでご

ざいます。 

 令和８年度の補助金につきまし

ては予算が議会で可決されること

を条件に既に募集を開始しており

まして、５団体から申請を受けてお

ります。 

 その事業の内容は、発達障害の傾

向にある子供の親向けの家庭支援

であるペアレントトレーニングの

実施や、地域の子供から高齢者まで

世代を超えて交流できる集い場の

実施、それから子供の権利をテーマ

にした講演会と啓発の実施などで、

地域課題の解決や市民生活の向上

を目的としたものでございます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 坂本課長。 

○坂本市民課長 質問番号３番、コ

ンビニ交付に対する御質問でござ

います。 

 コンビニ交付の周知についてで

ございますが、現在、市民課窓口で

の周知チラシの配布のほか、ホーム

ページや広報紙を通じて利用の促

進を図っているところでございま

す。 

 また、市民課で使用する住民票等

のお持ち帰り用封筒の表面にもコ

ンビニ交付の制度や利便性につい

て印刷をしております。 

 令和８年度には、現在の周知に加

えまして、コンビニ交付も含めたマ

イナンバーカードに関する様々な

情報を盛り込みましたガイドブッ

クの作成を予定しておりまして、マ

イナンバーカードの新規申請や更

新のお手続で来庁された方一人一

人に対しまして、このガイドブック

をお渡しすることによって利用の

促進を図ってまいりたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 妹尾課長。 

○妹尾文化スポーツ課長  部活動

地域展開事業の令和８年度の進め

方についてお答えいたします。 

 本事業に取り組むに当たりまし

て、令和７年度までは国の示す方針
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や他自治体の状況等を検討すると

ともに、市内中学校において部活動

顧問等へのヒアリングを通じて部

活動地域展開についての機運醸成

を行い、地域人材の方々とも意見交

換を図ってまいりました。 

 これによりまして令和８年度か

らは既に拠点校方式等で活動され

ている部活動を中心に、一定の研修

を受講された地域人材に指導者と

なっていただきまして、休日の地域

クラブ活動を担っていただくよう

実施団体を育成して、一部の種目に

おいて地域クラブ活動を進めてま

いります。 

 それから、体育施設の維持管理の

令和８年度に予定をしております

政策経費として要求しているもの

につきまして、まず、温水プールの

プール場内にあります配水管外側

のさび対策のための修繕、同じく温

水プールの防火扉の更新修繕、それ

からくすの木テニスコートの人工

芝の一部に、剥がれですとか破れが

ございますので、部分修繕を予定し

ております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 川西副理事。 

○川西生活環境部副理事  質問番

号６、２回目の御質問でございます。 

 実際、鳥飼なすを食べていただく

工夫ということなんですけれども、

やはり鳥飼なすは野菜でございま

すので、食べていただいて、おいし

いと思っていただいてやっと価値

があると考えております。 

 そこで、農業振興会が栽培した鳥

飼なすを、毎年９月に摂津市内の全

ての小学校に提供いたしまして、学

校給食として小学生の皆さんに味

わっていただいております。昨年の

給食のメニューは豚肉と鳥飼なす

のいためものでございまして、なか

なか評判も上々であったと聞いて

おります。 

 また、毎年コミュニティプラザ内

のレストランで鳥飼なすのスペシ

ャルメニューを企画いただいて提

供いただいております。今年も御協

力いただくように働きかけてまい

る予定です。 

 また、農業祭で鳥飼なすのお漬物

も販売しております。このような形

で多くの方のお口に入るように工

夫を重ねて今年も続けていきたい

と思っております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 西村課長。 

○西村保健福祉課長  保健福祉課

に係ります質問番号９番、新たな民

生委員の委嘱に向けた取組の御質

問についてお答えいたします。 

 新たな民生委員の委嘱のために

は民生委員活動の負担軽減、効率化

を進めていく必要があると考えて

おり、昨年、民生委員を対象にアン

ケートを実施し実際に負担に感じ

ている活動はどういったことか、ま

たパソコンやスマートフォンの利

用状況などを把握いたしました。 

 その結果を踏まえて現在、民生委

員と事務局が協議の上、次年度以降

の活動の見直し等を進めていると

ころでございます。 

 また、民生委員の認知度向上の取

組も必要であると考えており、年２

回発行しております広報紙、民児協

せっつを全戸配布できないか検討

しております。全戸配布が可能とな

った場合には、新たな民生委員の確
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保につながるよう、民生委員制度の

紹介とともに募集の記事を掲載す

ることを検討しております。 

 続きまして、質問番号１０番、帯

状疱疹の任意接種に対する費用助

成についての御質問です。 

 こちらは重症化による働く世代

の生活の質の低下を防ぎ、治療や療

養による就業不能期間に伴う経済

的損失を軽減すること。また、発症

時や後遺症の治療に要する医療費

を抑えることを目的に実施いたし

ます。 

 対象者は５０歳から６４歳の方

で、事業開始の時期につきましては

現段階では未定となっております。 

 助成金額は、定期接種と同程度と

なるように接種費用の約半額の助

成をすることを予定しております。 

 具体的には２種類のワクチンが

あるのですが、生ワクチンの場合は

４，５００円程度、組換えワクチン

の場合は１万１，０００円を２回の

２万２，０００円程度の助成を想定

しております。 

 また予算の積算につきましては、

本市の５０歳から６４歳の人口約

１万８，０００人を基にワクチンメ

ーカーなどから提供がありました

他市での同事業の接種率を参考に

５％の接種率で想定をいたしまし

た。 

 また、生ワクチンと組換えワクチ

ンの接種割合につきましては、今年

度から開始した定期接種の数字を

参考に１対９と、人数としては生ワ

クチン９１人、組換えワクチン８２

４人の接種を想定しており、予算と

しては１，８５３万８，０００円を

計上させていただいております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 仲野課長。 

○仲野生活支援課長  質問番号１

１番、本市の生活保護の状況につい

て、お答えいたします。 

 令和６年１月末は１，２４２世帯、

令和７年１月末は１，２９０世帯と

増加傾向にありましたが、令和８年

月末現在は１，２９３世帯であり、

これまでのような増加傾向とは異

なってきていると感じております。 

○光好博幸委員長 細井課長。 

○細井高齢介護課長  質問番号１

２番、地域介護予防活動支援事業に

おけるつどい場の運用状況でござ

います。 

 地域の住民同士が気軽に集い触

れ合いを通じて生きがいづくり、仲

間づくりの和を広げる場として市

民活動団体や老人福祉センター内

ボランティアグループなどに委託

して運営する委託型つどい場が９

か所、地域で自主的につどい場を運

営する団体に対し集会所使用料等

を補助するカフェ型つどい場が１

２か所ございます。 

 令和８年１月現在で委託型つど

い場は４１３回開催、延べ利用者数

６，７７７人の参加、カフェ型つど

い場については現在、集計中のため、

令和６年度の実績となりますが６

７９回の開催、延べ利用者数１，３

１１人となっております。 

 これらに加えまして、令和６年度

よりタブレット端末を一定期間、貸

与した上で自宅で参加できるオン

ラインつどい場を実施していると

ころでございます。 

 オンラインつどい場は、令和７年

度８月から９月と、１２月から令和
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８年１月の２クールで実施してお

り、計１７人参加していただいてお

ります。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 由井次長。 

○由井保健福祉部次長  質問番号

１４番目の２回目の御質問、今後の

スケジュール及び内容に関しての

御質問にお答えさせていただきま

す。 

 新年度になりましたらアンケー

ト業務委託に向けて入札、事業者の

決定を行い、アンケート調査を進め

ます。アンケートの結果を受けて、

国や大阪府が示す基本的な考え方

や計画等の内容を踏まえ、また、本

市の地域福祉計画を踏まえながら

具体的な施策の展開も示してまい

ります。 

 摂津市障害者施設推進協議会及

び摂津市障害者地域自立支援協議

会において各５回の審議を行い、計

画案を作成します。 

 計画案はおおむね２月頃に公表

し、パブリックコメントの募集を行

い、３月に計画策定の予定となって

おります。 

 以上です。 

○光好博幸委員長  答弁が終わり

ました。 

 大川委員。 

○大川ゆり委員  御答弁ありがと

うございます。 

 ３回目は全て要望になります。 

 １点目、今回の予算統合は各地域

が自らの個性を生かしてまちをつ

くる自立的なまちづくりを後押し

する大切な一歩だと感じておりま

す。 

 市としても大変、財政が厳しい折

とは存じますが、限られた予算の中

でも事務手続の簡素化や運営のア

ドバイスなど、ソフト面でもいろい

ろと工夫を凝らし現場を支えてい

ただきたいと思います。 

 市と地域の皆様が知恵を出し合

うことで摂津市のコミュニティー

がより豊かになるよう、熱意ある取

組を期待して私の質問を終わりま

す。 

 ２点目、１５０万円という限られ

た総額ではありますが、その一つ一

つの事業の裏側には、自分たちのま

ちをよくしたいという市民の皆様

の熱い思いが詰まっていると思い

ます。 

 市の担当課におかれましては、単

なる審査側にとどまらず市民活動

の伴走者として、今後も温かいアド

バイスと積極的なつながりづくり

に尽力していただくことを要望い

たします。 

 ３点目、コンビニ交付は市役所ま

で来ることに時間がかかる地域の

方や市役所が開庁している時間帯

に窓口に来ることができない方に

とって非常に便利な制度であると

思われます。ぜひそういったところ

も周知していただきながら取り組

んでいただきますよう、要望といた

します。 

 ４点目、中学生の時期に様々なス

ポーツや文化芸術活動に触れるこ

とは大変重要であると考えます。ま

た、これまでの部活動は生徒の居場

所づくり、活躍の場づくりといった

大きな役割を果たしてきました。学

校の枠を超えて切磋琢磨し、自らの

可能性をどんどん広げていける貴

重な場になるはずです。多様な競技
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や文化活動が持続できるよう、柔軟

な視点でこの環境を継続していけ

るように要望いたします。 

 ５点目、体育施設は設置されてか

ら年数を経ているものが多いです

が、利用料金を徴収している施設で

す。利用者である市民の皆様の安全

やプレーの質を考えれば、本来、全

面的な修繕が理想的であることは

言うまでもありません。 

 しかし、厳しい財政状況の中、ま

ずは今、一番危険な箇所を的確に見

極めて優先順位をつけて修繕して

いく判断は現実的かつ苦渋の決断

であると拝察いたします。部分的な

修繕であっても、市民の皆様が安心

して汗を流し、健康を守るための大

切な一歩であることに変わりはあ

りません。限られた予算の範囲内で

はありますが、現場の声を大切にし

ながら、安全で快適な施設環境の維

持向上に引き続き、尽力していただ

きますようお願いします。 

 ６点目、鳥飼なすは多くの方に実

際に食べていただき、おいしいと感

じていただくことが保存・普及にお

いて何よりも大切であると考えま

す。 

 私自身も実際に苗から鳥飼なす

を育て、収穫して食べた経験がござ

います。実際に育ててみて、その繊

細さや栽培の難しさを肌で感じた

からこそ、農家の皆様の並々ならぬ

御苦労とこの味を守り続けること

の価値を再確認いたしました。 

 市におかれましては、この希少な

伝統野菜が次世代へと確実に受け

継がれ、さらに多くの市民の皆様の

お口に入るよう、今後も創意工夫を

凝らした取組を継続されるよう要

望いたします。 

 ９点目、民生委員は地域住民の立

場で住民からの生活上の心配事や

困り事また、子育ての不安など様々

な相談に応じ、必要な支援を受ける

ことができるように行政や専門機

関へのつなぎ役という非常に重要

な役割を担ってもらっております。 

 また、高齢者や子供たちの安全を

見守る活動など地域福祉の最前線

で多岐にわたる取組を行っており、

その存在意義は今後さらに高まる

ものと認識しております。 

 先日、私自身も民生委員の方とお

話しする機会がありましたが、深刻

な人員不足のため、一人の委員が本

来の担当区域を越えて複数の地区

を兼務せざるを得ず、活動が非常に

大きな負担になっているという現

場の切実な声を直接、伺いました。 

 このような過度な負担は活動の

継続性を損なうだけでなく、地域福

祉の質の低下にもつながりかねま

せん。 

 こうした活動の重要性と現場の

苛酷な実態を踏まえ、市として支援

体制のさらなる強化を進め、新たな

担い手の確保に向けて積極的に取

り組んでいただきますよう要望い

たします。 

 １０点目、制度の目的や積算の根

拠については理解いたしました。私

自身、過去に帯状疱疹を複数回、発

症したことがあり、発症すると日常

生活に大きな支障を来すことを身

をもって経験しております。そのた

め、今回の市独自の制度は、働く世

代の生活の質の低下を防ぐという

観点から非常に意義深いものだと

考えております。 
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 現在、助成制度の開始時期は未定

とのことですが、早急に制度設計や

準備を進めていただき、一日でも早

く制度がスタートするように努め

ていただきますよう心より要望い

たします。 

 １１点目、生活保護受給世帯の増

加傾向は一定、落ち着いてきたとい

うことでありますけれども、物価高

騰はまだまだ続いており生活に困

っている方はおられると思います。

ケースワーカーの方もふだんから

大変な対応を行ってきているとは

思いますけれども、困っている方に

は引き続き、関係機関と連携を図り

ながら適切な支援を行っていただ

くよう要望いたします。 

 １２点目、つどい場は住民同士の

つながり、また困り事を抱えている

方の支援を促進する場として、地域

づくりにおける課題解決や住民主

体のつながりの強化を実現する場

にもなると考えております。 

 高齢者の健康維持、孤立防止、多

世代交流の促進、地域連携の強化な

ど、この取組を通じて高齢者の生活

の質向上と地域社会における共助

の仕組みが進化していくことを期

待します。 

 最後、１４点目、障害福祉計画は

障害のある方々が住み慣れた地域

で安心して暮らすための施策を定

める極めて重要な基本計画です。 

 今回のアンケート調査におきま

しては、単に数字を集めるだけでは

なくＩＣＴの活用や点字、外出への

配慮など、当事者が声を届けやすい

工夫を凝らし潜在的なニーズを丁

寧に酌み取っていただきたいと思

います。 

 また、物価高騰や福祉現場の人手

不足など社会情勢は刻一刻と変化

しております。これらの変化をしっ

かりと計画に反映させ、市民の皆様

がこの計画で生活がよくなると実

感できるような実効性の高い計画

策定を強く要望いたしまして、私か

らの質問は終わります。 

○光好博幸委員長  大川委員の質

問は終わりました。 

 暫時休憩いたします。 

（午前１１時５３分 休憩） 

（午後 ０時５８分 再開） 

○光好博幸委員長  休憩前に引き

続き再開します。 

 それでは、次の質問ございますで

しょうか。 

 中川委員。 

○中川嘉彦委員 まず、摂津市民が

少しでも笑顔があふれ、住んでてよ

かったと思えるような思いを持っ

て質問したいと思います。 

 質問は全部で１４問させていた

だきます。 

 まず１番目、予算概要２６ページ、

自治活動推進事業についてお伺い

します。 

 先ほど、大川委員から御質問があ

りましたが、地域活性化事業補助金

について、令和７年度７６０万円が、

令和８年度は約１，３００万円にな

っており、地区市民体育祭にもお金

を使うことができるという御答弁

はお聞きしました。 

 ほかにもいろんな事業があると

いうようにおっしゃったので、その

事業についてお伺いしたいと思い

ます。 

 ２番目、予算概要２８ページの市

民活動情報共有サイト運営等業務
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委託料は、どのようなものなのかお

伺いいたします。 

 ３番目、予算概要７４ページ、斎

場管理事業について、近年は、多死

社会に突入したと言われており、毎

年多くの方がお亡くなりになりま

す。特に冬場の寒い時期はお亡くな

りになる方が多く、都市部の人口密

集地域では、場合によっては亡くな

られてから火葬場まで１週間以上

も待つことがあると聞きますが、現

在の摂津市の火葬状況と、その状況

に対する令和８年度に向けた取組

についてお伺いいたします。 

 ４番目、予算概要４０ページのス

ポーツ推進委員活動事業のスポー

ツ推進委員報酬について、前年度と

比較すると令和８年度は３４万２，

０００円、約１０％の減額になって

おりますが、理由についてお伺いい

たします。 

 ５番目、予算概要４２ページ、総

合型クラブ支援事業の旧三宅小学

校グラウンド管理委託料について、

令和８年度９６４万５，０００円と

なっていて、令和７年度２００万４，

０００円と比較すると増額になっ

ている理由をお伺いいたします。 

 ６番目、予算概要８４ページ、地

域就労支援事業について、就労支援

業務委託料が令和８年度は令和７

年度から約半額の７９万円減少し

ている理由をお伺いいたします。 

 ７番目、予算概要８０ページから

８３ページにかけて、産業振興課が

所管する農業の各事業があります。

本市は大阪都心部に近く、地の利を

生かした都市型の土地利用と高齢

化に伴う農業の担い手不足によっ

て農地面積は減少傾向にあります。

そのため、多くの市民にとって農業

を身近に感じる機会が少なくなっ

ていますが、野菜や果物を育て、土

と親しむことは貴重な体験です。市

民の皆さんに農業を体験いただき、

農業への理解を深めていただく取

組について、具体的にどのような予

算を組まれているのかお伺いいた

します。 

 ８番目、予算概要７４ページ、鳥

獣飼養登録等事務事業に特定外来

種処分委託料が計上されています。

まずはどのような特定外来種を処

分対象にしているのかお伺いいた

します。 

 ９番目、予算概要７８ページ、車

両管理事業について、令和７年度予

算と比較したところ、令和８年度に

は車両購入に該当する機器、機械器

具費が計上されておりません。昨年

の決算委員会でもごみ収集車両の

計画的な更新をしていただくよう

要望させていただきましたが、令和

８年度の車両更新についてどのよ

うにお考えなのかお伺いいたしま

す。 

 １０番目、予算概要４４ページ、

地域福祉計画推進事業の予算が令

和７年度に比べ９６６万８，０００

円の増加をしています。その内容に

ついてお伺いいたします。 

 １１番目、予算概要４６ページ、

生活困窮者自立支援事業における

住居確保給付金について、当初予算

額が７３７万７，０００円とありま

す。この給付金につきましては、令

和６年度６１６万５，０００円から

令和７年度に７６１万１，０００円

と増額されましたが、令和８年度は

７３７万７，０００円と減額されて
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います。この理由についてお伺いい

たします。 

 １２番目、予算概要４６ページ、

せっつ高齢者かがやきプラン推進

事業４９９万５，０００円について

お伺いいたします。 

 １３番目、予算概要４８ページ、

シルバー人材センター事業のシル

バー人材センターの会員数の状況

についてお伺いいたします。 

 最後１４番目、予算概要５４ペー

ジ、地域生活支援事業について、障

害のある方の特性に応じて様々な

サービスを実施されておられます

が、その中の一つである移動支援給

付費は、３８５万円程度増加してい

ますが内容をお伺いいたします。 

 以上です。 

○光好博幸委員長  答弁を求めま

す。 

 川本副理事。 

○川本生活環境部副理事  １番目、

地域活性化事業でどのような事業

があるのかというお問いにお答え

申し上げます。 

 令和７年度の地域活性化事業に

つきましては、まだ年度は終わって

おりませんが、３月の現段階で今の

ところ１２の校区地区から２５事

業の申請が上がっております。その

内容は様々で、地域の環境美化活動

や防犯活動、それから地域でのお祭

りであるとかコンサート、防災訓練

でありますとかウォーキング、様々

な事業を展開されております。 

 ２番目ですけれども、市民活動情

報共有サイト運営等委託料の内容

でございます。 

 これにつきましては、市内で開催

されるイベント情報を集約して掲

載することができる専用サイト、摂

津市イベントナビの運営等に係る

委託料でございます。摂津市イベン

トナビは、市民活動団体等が行うイ

ベント情報を掲載することで、団体

等の活動内容を多くの市民に知っ

てもらうとともに、イベント等への

参加の促進を図り、地域の活性化に

つなげていくことを目的としてお

り、令和６年１月からサイトの運用

を開始しております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 坂本課長。 

○坂本市民課長  市民課に関する

御質問に御答弁申し上げます。 

 質問番号３番、斎場管理事業に対

する御質問でございますが、斎場に

おきましては、例年冬場である１２

月中旬から３月初旬が稼働率が高

くなっております。この時期は１日

に５枠ある火葬枠が埋まることが

多くなっておりまして、亡くなられ

てから三、四日、火葬までお待ちい

ただく場合もございます。これは本

市にかかわらず、いずれの団体も同

じ状況でございまして、市外の利用

者が多くなるのもこの時期に集中

をしております。 

 この状況に対しまして、令和５年

４月に料金改定を行いまして、市内

利用者が利用しやすい状況とし、ま

た令和７年度からはさらに市内利

用者が利用しやすくなるよう、原則

２枠としておりました市内利用者

専用枠を１枠増やして対応をして

いるところでございます。令和８年

度におきましても稼働率が高くな

ると予想される時期におきまして

は、同様の対応を取っていきたいと

考えております。 
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 以上でございます。 

○光好博幸委員長 妹尾課長。 

○妹尾文化スポーツ課長  １点目、

スポーツ推進委員活動事業におけ

る委員報酬についての御質問にお

答えいたします。 

 令和７年度と令和８年度を比較

いたしますと、３４万２，０００円

の減額となっております。本市のス

ポーツ推進委員につきましては、摂

津市スポーツ推進委員に関する規

則第３条の規定によりまして３４

名以内と定められておりますが、予

算要求時点において定員を満たし

ていないことと、またスポーツ推進

委員が出席する各種事業での参加

人数実績と執行状況から予算要求

額を精査したものでございます。 

 ２点目、総合型クラブ支援事業の

旧三宅小学校グラウンド管理委託

についての御質問にお答えいたし

ます。 

 これは、旧三宅小学校のグラウン

ドを地域住民の様々な用途に貸出

しをいたしまして、その受付や維持

管理を総合型地域スポーツクラブ

に委託しているものでございます。

令和７年度までは主に受付に係る

部分を文化スポーツ課からの委託、

維持管理に係る部分を障害者就労

促進事業として障害福祉課から委

託をしておりました。二つの課にま

たがっておりましたので、新年度の

予算要求に当たりまして、文化スポ

ーツ課の委託として一本化をした

ものでございます。 

 なお、委託先からこれまでの障害

者就労促進事業として雇用してい

た方については継続される予定と

伺っております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 鈴木課長。 

○鈴木産業振興課長  質問番号６

番、地域就労支援事業におきまして、

就労支援業務委託料が７９万円減

少している理由でございます。 

 理由は２点ございます。 

 １点目が、令和７年度は茨木市、

高槻市、島本町と合同で実施してお

ります３市１町合同就職フェアの

幹事市でございまして、令和８年度

は会場設営に係る委託料が不要と

なったため、２７万円減少しており

ます。 

 ２点目が、職業能力開発講座とし

て実施しております介護職員初任

者研修につきまして、受講人数に応

じて支払っている委託料を実態に

合わせて見直したため、５２万円減

額したものでございます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 川西副理事。 

○川西生活環境部副理事  質問番

号７番です。 

 市民の皆さんに実際に農作業を

体験いただく事業の予算取りとい

うことでございますが、具体的には

予算概要８０ページにあります米

消費拡大推進事業の中で全小学校

５年生に田植・稲刈り体験の事業を

予定しております。 

 また、予算概要８２ページにござ

います市民農園設置事業の中では、

市が直接管理いたします１６か所

ある市民農園や、そのほか昭和園に

ございます専門の指導者の下に御

家族で季節の野菜を植えていただ

いて収穫いただくファミリーファ

ーム事業、また、これとは別に鳥飼

八町にございます水田で、家族で田
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植え・稲刈り体験をいただくような

水稲体験農園を提供しております。

このような形で市民の皆さんに気

軽に農作業を体験いただくように

努めております。 

 以上です。 

○光好博幸委員長 菰原課長。 

○菰原環境政策課長  質問番号８、

特定外来種に関する御質問にお答

えいたします。 

 特定外来種は、特定外来生物によ

る生態系等に係る被害の防止に関

する法律で、在来種の生態等を脅か

す外来種の中で特に生態系、人の生

命・身体、農林水産業へ被害を及ぼ

すもの、または及ぼすおそれのある

ものの中から指定されております。 

 具体的には、動物ではアライグマ

やヌートリア、植物ではオオキンケ

イギク、ナガエツルノゲイトウ等が

挙げられております。この委託料は、

特定外来種のうち主にアライグマ

の処分を委託するものでございま

す。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 三浦課長。 

○三浦環境業務課長  質問番号９

番、車両管理事業に係ります御質問

にお答えいたします。 

 御指摘のとおり、令和８年度にお

きましては、機械器具費の予算額と

しては計上しておりませんが、令和

８年度から令和９年度にかけての

債務負担額を設定させていただい

ております。現状、塵芥車の納車に

つきましては２年を要するとメー

カーから聞いていることから、令和

８年度に入札を行い、令和９年度に

納車の予定としております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 西村課長。 

○西村保健福祉課長  質問番号１

０番、地域福祉計画推進事業の予算

増額の要因についてでございます

が、令和８年度から新たに実施いた

します重層的支援体制整備事業に

係る人件費や委託料等が上乗せと

なったことが要因となっておりま

す。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 仲野課長。 

○仲野生活支援課長  質問番号１

１番、住居確保給付金の予算の減額

についてお答えいたします。 

 住居確保給付金につきましては、

生活困窮者自立支援法の令和７年

４月１日施行の法改正により、転居

に係る費用の支給を開始したこと

から、令和７年度予算において増額

させていただきました。 

 令和８年度の減額の理由につき

ましては、令和７年度当初に想定し

ていた家賃補助の支給対象者の見

込み件数が減少する見込みである

ことから、減額で御提案させていた

だいたものでございます。 

 転居に係る支給対象者につきま

しては、法令で定めがありますが、

要件と合致する相談者が少ない状

況で現在までの支給実績はゼロ件

でございます。ただし令和７年度中

の相談におきまして、支給対象の方

がおられましたので、案内はしてい

たんですが、結果として収入が大幅

に減少したということで住居確保

給付金による支援ではなく、生活保

護申請に至ったという事例もござ

いました。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 細井課長。 
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○細井高齢介護課長  質問番号１

２番、せっつ高齢者かがやきプラン

は、老人福祉法に基づく高齢者保健

福祉計画及び介護保険法に基づく

介護保険事業計画を３年ごとに一

体的に策定するもので、令和９年度

から開始する第１０期計画策定に

要する費用として審議会５回開催

分、委員１８名に係る委員報酬８１

万円、費用弁償１名分５，０００円、

介護サービス需要の推計や資料作

成に係る支援として策定委託料４

１８万円、計４９９万５，０００円

を計上するものでございます。 

 質問番号１３番、シルバー人材セ

ンターの令和８年１月末時点の会

員数は９００人で、令和６年度末会

員数９０３人でございましたので、

会員数３名減少ということになっ

ております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 由井次長。 

○由井保健福祉部次長  障害福祉

課に係ります１点、１４番の御質問

にお答えさせていただきます。 

 地域生活支援事業の移動支援の

増額の内容についてのお問いです

が、移動支援事業は、外出の支援が

必要と認められる方に対して移動

支援サービスを提供することによ

り、余暇活動や社会参加を目的とし

た外出をサポートするものです。障

害者の自立の促進及び生活の質の

向上等を図ることを目的に実施い

たしております。 

 物価高騰や賃金上昇が進む中で、

単価を据え置くと事業者がサービ

スの提供を見合わせてしまい、利用

希望者がサービスを利用できない

おそれがあることから、今回、令和

８年度利用分から増額改定を行う

予定としております。そのことから

予算が増額しているものです。 

 以上です。 

○光好博幸委員長  答弁が終わり

ました。 

 中川委員。 

○中川嘉彦委員 まず、１番目の地

域活性化事業補助金について、今、

美化活動やお祭り、防災に関する事

業について、１２校区２５件のいろ

んな事業が申請されているという

お話がありましたけど事業の選定

方法や、予算配分についてお伺いし

たいと思います。 

 ２番目、イベントナビについて、

イベントナビを開設してから２年

ということですが、どれぐらい利用

されているのか、イベントの掲載数

やサイトの閲覧数はどれぐらいな

のかお伺いいたします。 

 ３番目、斎場管理について、市内

の利用者が利用しやすい取組をさ

れているとのことですが、多くの方

が困ることなく円滑に利用できる

維持管理のため、令和８年度に行う

修繕内容についてお伺いいたしま

す。 

 ４番目、スポーツ推進委員につい

て、定員に満たない状況は分かりま

した。行政委員等の選任に関する規

定が改められ、７５歳の定年につい

ても例外的な取扱いが可能になっ

たとお聞きしますが、スポーツ推進

委員の確保はどのように取組をさ

れているのかお伺いいたします。 

 ５番目、総合型クラブ支援事業に

ついて、市民のスポーツ振興と障害

者の就労支援に寄与している大事

な事業です。これからもしっかりと
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関わっていただくことを要望させ

ていただきます。 

 ６番目、地域就労支援の件につい

て、介護職員初任者研修はどの程度

の受講者があり、どの程度が就職さ

れているのかお伺いいたします。 

 ７番目、農業は食の根幹をなす大

切なものであり、このような取組を

今後もぜひ続けていただくようお

願いしたいと思います。 

 また、予算概要８２ページの市民

農園設置事業で、貸農園整備補助金

１３５万円が計上されています。こ

れは主要事業一覧の中でも記載が

ありましたが、具体的にはどのよう

な取組をされているのかお伺いい

たします。 

 ８番目、鳥獣飼養登録等の件です

けれども、特定外来種の処分対象は

主にアライグマを対象とされてい

るとのことですが、ほかにもカラス

の被害に対してはどのような対策

をされているのかお伺いいたしま

す。 

 ９番目、環境業務課の車の件です

けれども、昨年の決算審査に係る委

員会において車両故障が増えてお

り、修繕費が高くなっているとのこ

とでした。また、今後の車両更新計

画を含めて適切に維持管理しても

らいたいと思いますが、令和８年度

に車両が納車されないことによっ

て収集業務に影響はないのかお伺

いいたします。 

 １０番目、地域福祉計画ですけれ

ども、重層的支援体制整備事業を新

たに開始するということでしたが、

事業の内容とどういった形でこの

事業を展開していくのかお伺いい

たします。 

 １１番目、生活支援課の生活困窮

者自立支援事業について、増減の理

由については分かりましたが、現在

まで支給実績はゼロ件という答弁

がありました。本来、給付金は生活

に困っておられる方に対して支給

されるべきものであると思います。

この課題に対しては、市民の方々に

周知する必要があると思いますが、

考えをお伺いいたします。 

 １２番目、せっつ高齢者かがやき

プランについて、令和７年度は計画

策定に向けてアンケート調査を実

施されていたと思いますが、令和８

年度のこれからのスケジュールや

進め方についてお伺いいたします。 

 １３番目、シルバー人材センター

の件について、シルバー人材センタ

ーの会員数は全国的に減少傾向に

あり、本市においても例外ではない

状況となっております。かつては地

域コミュニティの核として、また高

齢者の生きがいづくりの場として

活気にあふれていましたが、近年は

その存在感が薄れているように感

じます。センター会員の平均年齢な

どを踏まえ、市として認識している

課題や今後の対策についてお伺い

いたします。 

 最後１４番目、地域生活支援事業

について、近隣の北摂地域と比較し

てどのようになっているのかお伺

いいたします。 

 以上で２回目とさせていただき

ます。 

○光好博幸委員長  答弁を求めま

す。 

 川本副理事。 

○川本生活環境部副理事  地域活

性化事業補助金の予算のつけ方に
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ついての御質問にお答え申し上げ

ます。 

 地域活性化事業補助金につきま

しては、これまでは一連合自治会に

つき２７万２，４００円の均等割、

全ての連合自治会に一律に交付す

る均等割と、その地区の世帯数１世

帯につき１００円の世帯割で構成

されております。その算定基準を基

に１２校区へ配分をしております。 

 続きまして、摂津市イベントナビ

の掲載数と閲覧数についての御質

問にお答え申し上げます。 

 令和７年１月から１２月までの

１年間の数字で申し上げますと、年

間６７３件のイベント情報の掲載

がございました。月平均にしますと

月５６件でございます。 

 また、サイトの閲覧回数でござい

ますが、年間１２万９，３６５回で

月平均にしますと月１万７８０回

の閲覧があり、非常に多くの市民の

皆さんに御利用をいただいている

状況でございます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 坂本課長。 

○坂本市民課長 質問番号３番、斎

場管理事業に対する御質問でござ

います。 

 令和８年度に斎場において予定

する修繕は、施設の長寿命化を図る

ことを目的とした内容となってお

ります。 

 主なものといたしましては、毎年

度実施いたしております１号炉か

ら３号炉の炉内台車耐火材の修繕

に加えまして、収骨台車のオーバー

ホールや環境保全や臭気対策のた

めの１２か所の触媒交換を実施す

る予定としております。この修繕を

実施することによりまして、火葬炉

を止めることなく安定的な運営が

可能になると考えております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 妹尾課長。 

○妹尾文化スポーツ課長  スポー

ツ推進委員の新規募集につきまし

ては、広報せっつでの募集や市ホー

ムページでスポーツ推進委員によ

る活動を紹介するほか、様々なニュ

ースポーツ事業に参加していただ

いた市民への直接のお声かけなど、

スポーツ推進委員に興味を持って

いただけるよう努めております。 

 定年延長などによります就労年

齢の高齢化、また趣味や地域活動の

多様化などの社会的背景が変化す

る中、スポーツ推進委員の確保も困

難となっておりますが、引き続き募

集について様々な機会を捉えてま

いりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 鈴木課長。 

○鈴木産業振興課長  質問番号６

番、地域就労支援事業におきます介

護職員初任者研修の受講者数と就

職状況でございます。 

 令和７年度につきましては、１３

名の受講があり、３月の講座終了後

に就職状況を調査する予定をして

おります。令和６年度は１３名の受

講、うち３名が就職され、令和５年

度は１２名の受講、うち６名が就職

されました。したがいまして、ここ

数年の受講者数から令和８年度は

１３名の受講を見込み、予算計上を

しております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 川西副理事。 

○川西生活環境部副理事  ７番目
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の質問の２回目でございます。 

 貸農園整備補助金１３５万円の

具体的な中身ですが、これは新たな

補助金でございまして、農地所有者

が新たに御自身で市民農園を開設

される場合、その整備に要する費用

の１０分の１を上限として補助さ

せていただくものでございます。 

 この目的なんですけども、農業従

事者の高齢化や跡継ぎ不足で、今後、

遊休農地が非常に増加することが

懸念されており、これを防ぐ手だて

といたしまして、農地所有者が民間

の市民農園を開設されることを後

押しするものでございます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 菰原課長。 

○菰原環境政策課長  質問番号８、

カラス被害対策に関する御質問に

お答えいたします。 

 カラス被害の対策につきまして

は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟

の適正化に関する法律により、野生

鳥獣は捕獲してはならないといっ

た原則があり、現状では餌となる食

べ物を発生させないことであると

か、食べ物を絶やすことが有効であ

ると考えております。そのために、

ごみ出しルールの遵守やごみ集積

所の管理が重要であると考えてお

ります。 

 また、カラスの特徴、習性等をホ

ームページから閲覧できるように

しており、カラスからの被害を防ぐ

ための啓発にも取り組んでいると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 三浦課長。 

○三浦環境業務課長  質問番号９

番に係ります再度の御質問にお答

えいたします。 

 車両の早期更新は必須と考えて

おります。しかしながら、これ以上

の納期短縮は難しいものと聞いて

おり、現有車両で次回車両更新まで

対応する必要がございます。そのた

め、現状所有している車両の整備を

適切に行い、細かい部分についても

早期の修理を行うため、令和８年度

予算は前年度比７０万円増の９５

０万円とさせていただいており、収

集業務に支障が出ないよう努めて

まいります。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 西村課長。 

○西村保健福祉課長  質問番号１

０番、重層的支援体制整備事業の内

容と取組の御質問でございますが、

本事業は包括的相談支援、多機関協

働、アウトリーチ等を通じた継続的

支援、参加支援、地域づくりの五つ

の取組を行政や地域の主体等が連

携して、市全体で一体的に実施する

取組となっております。令和８年度

につきましては、本市において未実

施である参加支援、地域づくりの２

点について新たに取り組んでまい

ります。 

 具体的に参加支援の取組といた

しまして、社会との距離が開いてし

まった要支援者に対して訪問など

による関係性づくり、地域資源との

マッチング調整等を行い、要支援者

が社会に復帰するまでのフォロー

の取組を進めてまいります。 

 次に、地域づくりの取組といたし

まして、主に居場所づくりをはじめ

多様な主体が参加するプラットフ

ォームの構築や地域懇談会の実施

を通じて、住民のニーズの把握等を
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実施いたします。そこで得られた地

域資源の情報等を集約・発信するこ

とも予定しております。 

 こういった取組を市が主体とな

り、地域福祉関係団体やＮＰＯ団体、

ボランティアグループ、市内商店な

どの地域に関わる多様な主体と連

携して進めることで、重層的支援体

制整備事業のスタートを切り、包括

的な支援体制の構築を進めていき

たいと考えております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 仲野課長。 

○仲野生活支援課長  質問番号１

１番、住居確保給付金の周知につい

てでございますが、まず転居費用の

補助につきましては、収入が減少す

るなどのことがあった際、家賃が安

価な住宅に転居することで家計の

改善及び安定した住まいを確保す

ることを目的としております。市ホ

ームページにおいて周知させてい

ただくとともに、関係機関への周知、

また日々の相談業務において制度

の対象者となり得る相談者に対し

て周知を図ってきたところでござ

います。 

 今後におきましても、改めて周知

を図り、引き続き生活に困っておら

れる対象者の方に必要な支援を届

けられるよう努めてまいります。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 細井課長。 

○細井高齢介護課長  質問番号１

２番でございます。 

 せっつ高齢者かがやきプランに

つきまして、令和７年１２月中旬か

ら令和８年１月中旬にかけて実施

いたしました、介護予防・日常生活

圏域ニーズ調査及び在宅介護実態

調査の結果を現在取りまとめてい

るところでございます。 

 今後、これらの調査結果の分析や

第９期のサービス・給付実績の分析

を踏まえ、高齢者保健福祉計画・介

護保険事業計画推進審議会におい

て、計画の基本方針及び骨子案を作

成、秋頃に計画素案を取りまとめ、

パブリックコメントの実施につな

げていく予定をしております。 

 なお、サービスの見込料の設定作

業につきましては、８月頃から開始、

１０月頃から大阪府と調整を行う

予定をしております。 

 質問番号１３番、シルバー人材セ

ンター会員の平均年齢につきまし

ては、平成２４年度が７０歳、平成

２９年度が７３歳、令和７年４月時

点で７６．８歳と年々高齢化が進ん

でいる状況にございます。定年延長

や定年後の再雇用が増加するなど、

社会構造が変化しており、従来の働

く場の提供という役割だけでは６

０代を中心とした新たな会員の獲

得が困難な状況にあると認識して

おります。会員減少や高齢化の課題

に対しまして、シルバー人材センタ

ーを単なる労働力確保の場として

捉えるのではなく、効果的な介護予

防活動の場として周知・啓発を進め

ることが重要であると考えており

ます。 

 民間の団体等の研究によりまし

たら、シルバー人材センターでの就

業がフレイル発生リスクを軽減す

るという検証結果も示されており

ます。このような価値を生かし、会

員獲得につなげていく取組を進め

てまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 
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○光好博幸委員長 由井次長。 

○由井保健福祉部次長  １４番目、

近隣との比較についての御質問に

ついてお答えさせていただきます。 

 移動支援事業に関わる基本単価

については、身体介護ありとなしの

２通り設定をしております。今回、

身体介護なしについては、北摂各市

と比較したところ、本市は低い金額

となっており、先ほど申し上げまし

たとおり、事業者がサービスの提供

を見合わせてしまわないよう、北摂

の平均水準に合わせさせていただ

いたものです。 

 以上です。 

○光好博幸委員長  答弁は終わり

ました。 

 中川委員。 

○中川嘉彦委員  それでは３回目、

１番だけ質問で、あとは要望とさせ

ていただきます。 

 １番目、自治活動推進事業、今、

地域の活性化をどうするのかいろ

んなお話をお聞きしました。ただ、

現状は自治会が解散などして減っ

てきている状況だと思います。これ

から、行政が自治会に対してどうや

って向き合っていくのか、今後自治

会の在り方の意義について行政の

考え方をお伺いしたいのが一つの

質問です。 

 ２番目、自治振興課のイベントナ

ビについて、今後もより一層市民の

活動支援や活性化が図られるよう、

このサイトを運営していってもら

うことを要望させていただきます。 

 ３番目、市民課の斎場の件につい

て、現在の日本は高齢社会、そして

多死社会の真っただ中にあります。

そのような状況の中、火葬場は絶対

不可欠なものであると思いますの

で、市民が利用しやすい制度設計を

引き続き検討・実施していただくと

ともに、火葬炉が止まることのない

ように予防的修繕を小まめに実施

していただくことを要望させてい

ただきます。 

 ４番目、文化スポーツ課のスポー

ツ推進委員の件について、スポーツ

推進委員は地域住民のスポーツ推

進を担う方々であり、地域振興にも

多大な貢献をいただいております。

様々な募集方法を検討し、地域で活

躍していただけるよう要望させて

いただきます。 

 ６番目、産業振興課の就労支援の

件について、令和６年度は３名、令

和５年度は６名が就職され、一定就

職には結びついているものと思い

ますが、介護人材の不足は深刻であ

ると聞いております。今後もより多

くの就職に結びつくように取組を

進めていただくよう要望させてい

ただきます。 

７番目、貴重な農地が耕作されず

に荒れ果てるのは非常に残念なこ

とです。この新しい制度を活用して、

ぜひ次の世代に農地が引き継がれ

ていくことを要望させていただき

ます。 

 ８番目、環境政策課の鳥獣飼養の

件について、アライグマは市内で私

も目撃しましたが、目撃件数が増加

傾向にあり、カラスは春先に被害が

増えるものと認識しております。今

後も市民からの問合せに対して適

切に対応していただくよう要望さ

せていただきます。 

 ９番目、環境業務課の車両の件に

ついて、メーカー都合により納期が
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遅くなるのは仕方がない部分もあ

ると思いますが、その納期も踏まえ

て適切な車両更新計画を立て、収集

業務に影響が出ないよう管理して

いただくことを要望させていただ

きます。 

 １０番目、保健福祉課の重層的支

援体制整備事業について、公的サー

ビスの枠の中だけで考える支援で

は、今後さらに複雑化した福祉ニー

ズに応えることは難しいと思いま

す。地域の福祉課題はこれまで以上

に複雑になり、一度何かのきっかけ

で社会から離れてしまうと、もう一

度社会に復帰するということはな

かなか簡単ではないと思います。 

 そういった中で社会資源とのマ

ッチングから社会復帰までのフォ

ローを行う業務というのは非常に

難しいとは思いますが、非常に重要

なものだと考えます。この重層的支

援体制整備事業で市民の包括的な

支援体制をしっかりと構築して、市

長の言う持続可能な幸せを達成し

ていただくことを要望させていた

だきます。 

 １１番目、生活支援課の生活困窮

者自立支援事業について、事業は生

活が困っておられる方の重要な相

談機関だと思っていますし、その一

つの手法としての住居確保給付金

であると思います。本当に支援が必

要な方に対して必要な支援を届け

られるよう要望させていただきま

す。 

 １２番目、せっつ高齢者かがやき

プランについて、人口減少や少子高

齢化が進行する中で、高齢者を取り

巻く環境はますます厳しいものに

なると思われます。高齢者の生活の

質の向上、介護や医療の効率化、人

手不足の解消などにデジタル技術

の活用が重要な役割を果たしてお

り、欠かすことができなくなってい

ると考えます。先進自治体の研究も

踏まえ、第１０期計画において必要

となる施策について、検討すること

を要望させていただきます。 

 １３番目、シルバー人材センター

の件について、以前にも言っている

ことなんですが、昨今、少子高齢化

を背景として、人口が減少傾向にあ

ることに加え、生産年齢人口が減少

していることにより人手不足が深

刻になることが見込まれる中、高齢

者においては介護・福祉分野や地域

のまちづくりなどで地域社会の担

い手として活躍されることが期待

されています。 

 様々な社会参加を通じて高齢者

の健康で生きがいのある生活の実

現と地域社会の福祉向上のために

も、高齢者がその能力を十分に発揮

し、活躍する場としてのシルバー人

材センターの役割がこれまで以上

に重要なものとなってきます。 

 しかし、近年の現状を伺うと、シ

ルバー人材センターを取り巻く環

境は年々厳しいものとなっている

ようです。市としても現状を打開す

るため効果的な対策を講じ、定年退

職後も豊かな経験と能力を生かし

て、就業を通じて社会へ参加したい

と希望される高齢者の方々に就業

の機会を提供し続けられるよう、当

センターへの支援を要望させてい

ただきます。 

 最後１４番目、地域生活支援事業

について、利用者が外出や余暇活動

できるよう、しっかりと障害者サー
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ビスを今後も充実していただける

よう要望させていただきます。 

 以上です。 

○光好博幸委員長  質問１点でご

ざいます。 

 川本副理事。 

○川本生活環境部副理事  自治会

の在り方、意義、行政の向き合い方

という御質問であったかと思って

おります。 

 自治会は地域住民同士が協力し

合いながら、地域の生活環境や安全

性の向上、住民間の交流を促進する

ための大事な組織であると思って

おりますが、近年、自治会では加入

率の低下や役員の高齢化と成り手

不足、様々な課題が出てきておりま

す。 

 行政としましても、先ほど言いま

した地域活性化事業補助金である

とか、自治会活動報償金など、金銭

的な支援を行っていますとともに、

役員向けの自治会ハンドブックを

作成するなど、自治会の運営の支援

も行っているところでございます

が、自治会加入率の低下というのが

深刻な状況でございます。 

 市では、現在、有識者や団体の代

表者などで構成される協働のまち

づくり推進委員会において、協働の

まちづくり推進計画の策定に向け

て議論を進めております。そういっ

たところで計画を策定する中で、今

後の地域づくりの在り方について

も慎重な議論を進めていきたいと

思っております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長  答弁は終わり

ました。 

 中川委員。 

○中川嘉彦委員 私は、自治会が一

番身近なコミュニティーで大事だ

と思っているんで、質問をさせてい

ただきました。今、自治会の加入率

が低下しているのは大きな問題だ

と思っております。 

 自助・共助・公助と言われている

中で自治会は地域の大事なコミュ

ニティーだと思っており、皆さんは、

義務ではなく自主的に自治会をつ

くって活動されていると思います。

例えば、災害の際に、自治会に入っ

てなかったらしっかりと支援を受

けられないというような話を市民

から本当によくお聞きします。任意

団体の自治会ですが、行政として自

治会への支援などについて、しっか

りと取り組んでいただきたいこと

を要望しておきます。 

 以上で質問を終わります。 

○光好博幸委員長  中川委員の質

問が終わりました。 

 次に、村上委員。 

○村上英明委員 それでは、令和８

年度の予算編成で、民生常任委員会

の所管分について何点かお尋ねを

させていただきたいと思います。 

 今回の令和８年度の予算編成に

ついて、各事業費もですが、特に印

刷製本費や消耗品については、令和

６年度の決算に近いというか、シビ

アな予算を組まれている印象です

ので、その辺も踏まえて質問をさせ

ていただきたいと思います。 

 全て予算書で質問いたします。 

 まず１番目、歳入の３０ページ、

老人保護施設入所負担金は、経済的

とか環境的な理由等々により、自宅

での生活が困難な高齢者の方が養

護老人ホーム等での入所を要する
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際に、本人の収入に応じて支払う負

担金です。 

 令和７年度の当初予算と比較し

て、令和８年度が減額になっている

こともありますし、令和６年度の決

算よりも約２００万円ほど高い金

額で予算設定をされていると思い

ますが、令和８年度の予算設定の考

え方について１回目、お尋ねをさせ

ていただきます。 

 ２番目、歳入の３０ページ、葬儀

会館使用料で、令和８年度の当初予

算は、令和７年度と同額が設定され

ていますが、令和６年度の決算が令

和８年度の当初予算よりも１００

万円多い金額で決算されていたと

思います。その辺りを踏まえまして、

令和８年度の当初予算が、令和７年

度と同額設定をされている考え方

についてお尋ねさせていただきま

す。 

 ３番目、３２ページの戸籍手数料

につきましては、令和６年３月から

だったと思いますが、婚姻届等々に

つきまして、今まで戸籍謄本や戸籍

の証明書を添付して申請していま

したが、添付の必要がなくなり、ま

た最近の広域交付の関係もあって、

相続等々での謄本の請求がかなり

身近で、楽になってきたと思います。 

 質問といたしましては、令和８年

度の当初予算が令和７年度の当初

予算よりも増額になっている理由

についてお聞きしたいのと、あわせ

て令和８年度の件数として広域交

付請求の件数、そしてコンビニでの

マルチコピー機の利用に関して、住

民票と印鑑証明の二つの利用件数

等々を踏まえて、予算設定の考え方

をお尋ねさせていただきたいと思

います。 

 ４番目、３８ページ、重層的支援

体制整備事業交付金があります。歳

入として、国からは１億７，８４３

万１，０００円で、府からは８，４

８３万７，０００円、両方足すと２

億６，３２６万８，０００円になり

ます。１回目の質問は、この事業を

行うに当たっての交付要件につい

てお尋ねをさせていただきます。 

 ５番目、４６ページ、身体障害者

手帳交付診断料補助金があります。

これは身体障害者の診断費用に相

当する額ということであったかと

思います。この診断費用は、認定基

準に掲げる障害程度に応じて市が

判断して交付するということであ

ります。これは通常であれば約１か

月かかりますが、この認定基準にお

いて疑義が生じた場合は、診断書を

発行した医療機関への確認や、大阪

府への審議で、１か月半や２か月と

か数か月に及ぶこともあるかと思

います。当事者としては、早く結果

を出してほしいという思いがあり

ますので、多機関との連携もありま

すけども、なるべく期間を短縮でき

るような努力をお願いをしたいと

いうことで、要望とさせていただき

ます。 

 ６番目、４６ページ、農業地域力

創造推進事業費補助金があります。 

 令和８年度は令和７年度の当初

とほぼニアリーということで２３

万２，０００円の予算が計上されて

おりますけども、この事業の内容と

使途について、１回目お尋ねをさせ

ていただきたいと思います。 

７番目、今回、重層的支援体制整

備事業の実施に伴って、介護保険特
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別会計から一般会計に繰入れされ

るとのことですが、原資は介護保険

のお金になりますので、その辺りも

しっかりと認識していただいて、事

業実施をしていただきたく、要望と

させていただきます。 

 ８番目、５８ページ、資源ごみ売

却収入で、リサイクルプラザ等との

関係も踏まえて、令和８年度の当初

予算を３５０万円と設定をされて

おりますが、令和７年度の当初予算

よりも１５０万円高い金額となっ

ていますので、それぞれ増額となっ

た内容について、１回目お尋ねをさ

せていただきます。 

 ９番目、５８ページ、予防接種自

己負担金につきましては、令和７年

度の当初予算が８，０１１万２，０

００円でありまして、令和７年度の

当初予算よりも高い金額で予算編

成をされておりますので、増額した

設定内容についてお尋ねをさせて

いただきます。 

 歳出になります。 

 １０番目、８４ページ、協働のま

ちづくり推進委員会委員報酬があ

ります。協働のまちづくり推進計画

の部分だと思いますが、令和７年度

の当初予算に比べ、令和８年度の当

初予算が約２倍に設定されていま

すので、その辺りを踏まえながら、

１回目の質問は、この推進委員の年

齢層と、計画をつくっていかれると

思いますので、策定のスケジュール

についてお尋ねをさせていただき

たいと思います。 

 １１番目、８６ページ、地域活性

化事業補助金について、内容的には

理解をする部分はございますが、こ

の地域活性化事業補助金を交付す

るに当たっては、今まで要綱をつく

られて、その要綱に基づいて申請に

対する補助をされていたと思いま

すので、今回、地区市民体育祭分が

入ってきますから、要綱の変更につ

いてお尋ねさせていただきたいと

思います。 

 １２番目、８６ページ、文化・芸

術活動補助金につきましては、令和

８年度の当初予算が１０万円とい

うことでありますが、令和７年度の

当初予算は６２万円で、令和６年度

が５７万円ほどの決算がされおり

ました。令和７年度の当初予算に対

しまして減額された令和８年度の

当初予算設定の考え方についてお

尋ねをさせていただきます。 

 １３番目、１０２ページ、スポー

ツ推進委員について、令和８年度の

人数と年代別での構成年齢につい

てお尋ねをさせていただきたいと

思います。 

 １４番目、１０４ページ、旧三宅

小学校グラウンド管理委託料につ

いては、要望とさせていただきたい

と思います。現三宅柳田小学校に統

合となってから間もなく１８年に

なるかと思います。この間、売却や、

ほかの使い道云々とかで様々な議

論がされてきましたけども、地域と

しての一つの大きな財産だと思い

ますので、しっかりと地域の声を聴

きながらグラウンドの管理も含め

てしていっていただきたいと思い

ます。また先ほど業務の委託先につ

きまして継続をしていく予定だと

答弁がございましたので、この後の

雇用面でもしっかりと取り組んで

いってほしいということで、この件

は要望とさせていただきます。 
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 １５番目、１０８ページのところ

でコミュニティソーシャルワーカ

ー業務委託料があります。令和８年

度の当初予算につきましては、１，

３２４万６，０００円と設定されて

おります。これは令和７年度の当初

予算よりも約１，０００万円ほど減

額になっていることでもございま

すし、また令和６年度の決算を見れ

ば１，７８９万６，０００円で、令

和６年度の決算よりも低い金額で、

令和８年度は設定されているとい

うことですので、その辺りの内容に

ついてお尋ねをさせていただきま

す。 

 １６番目、１０８ページ、多機関

協働等業務委託料があります。予算

では１，２２９万３，０００円です

が、委託先とか業務内容についてお

尋ねをさせていただきたいと思い

ます。 

 １７番目、１０８ページ、地域づ

くりコーディネーター業務委託料

があります。これは重層的支援体制

との関係かも分かりませんが、委託

先、業務内容、そして地域づくりと

しての具体的内容についてお尋ね

をさせていただきたいと思います。 

 １８番目、１０８ページのところ

で、民生児童委員協議会補助金があ

ります。令和８年度は１０３名でス

タートしていくことだったと思い

ますし、また、年齢等々もあって退

任される方も、ここ数年増えてきて

いる状況でもございますが、福祉関

係という地域から見れば、民生児童

委員は必要な存在です。 

 例えば、先日もニュースで出てお

ったんですが、明後日で東日本大震

災から１５年ということになって

まいります。これまでは、被災者の

方々の孤立を防ぐこともあって、国

からの補助金等々も使いながら、見

守り事業をやってきたのですが、令

和８年４月からは交付金がなくな

ることもあって、国からは、民生児

童委員の方々の力をお借りして、こ

の見守り事業に代わることをやっ

ていってほしいというお話も出て

いたそうでございますので、そうい

う意味では通常の生活もそうなん

ですが、災害が起きたときの後々に

も民生児童委員の方々は本当に必

要な存在でありますので、しっかり

とこれからも人数の確保も含めな

がら取り組んでいっていただきた

いと思いますので、この点は要望と

させていただきます。 

 １９番目、１１０ページ、地域包

括支援センター運営協議会委員報

酬があります。令和８年度の当初予

算では２１万６，０００円ですが、

委員報酬の内容について、１回目お

尋ねをさせていただきます。 

 ２０番目、１１０ページ、つどい

場づくり活動補助金については、要

望とさせていただきます。これから

つどい場づくりは介護保険特別会

計から外れて一般会計としてやっ

ていくということでありますが、令

和８年度は、タブレットを使ってオ

ンラインで自宅参加をするなど、実

施 回 数 を 増 や し て い く と い っ た

様々な取組を令和８年度は重層的

支援体制という中でしていかれる

と認識をしておりますので、この辺

りはしっかりとやっていってほし

いと思います。また、このつどい場

づくりも、だんだんとやっていただ

ける団体が増えてきたり、実施回数
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も増えてきている状況です。御近所

でつどい場にずっと行かれていた

方がおられまして、たまたま欠席を

されたそうで、つどい場が終わった

後に、心配をされた別の参加者が家

に訪問しに行ったとか、近所の方の

つながりも出てきているなと思い

ますので、このつどい場づくりにま

た取り組んでいってほしいという

ことで要望とさせていただきます。 

 ２１番目、１１２ページのところ

で、高齢者民間賃貸住宅家賃助成費

があります。これも令和８年度の当

初予算は令和７年度と同額設定を

されているということであります

ので、１回目は事業内容と令和８年

度の件数、どのように認識しておら

れるのかということでお尋ねをさ

せていただきます。 

 ２２番目、１３０ページ、節１３

使用料及び賃借料に、預貯金等取引

照会サービス使用料があります。令

和８年度の当初予算は、令和７年度

の当初予算よりも２倍ぐらいの予

算が設定されているわけでござい

ますので、その辺りを踏まえながら、

令和７年度と比較しての増額の内

容、そして令和８年度の業務を行う

に当たって、生活支援課の業務がど

う利便性が高まったのかというこ

とも含めて御答弁をお願いしたい

と思います。 

 ２３番目、１３２ページ、健康づ

くり推進協議会委員報酬がありま

す。私がこの予算書等々を見たとこ

ろ、令和８年度の当初予算は２１万

６，０００円なんですが、令和７年

度の当初予算は３２万４，０００円

が計上されていたということから

すれば、令和７年度よりも令和８年

度のほうが低い予算が設定されて

おり、その一方で令和６年度の決算

を見れば４１万円で、その辺りも踏

まえながら、令和７年度から令和８

年度の当初予算が減額になった内

容と、令和８年度の活動について１

回目、お尋ねをさせていただきたい

と思います。 

 ２４番目、１３４ページ、健康管

理システム改修委託料があります。

令和８年度の当初予算が、令和７年

度の約１．３倍ぐらい計上されてい

ると思います。この令和８年度の増

額内容について、１回目お尋ねをさ

せていただきたいと思います。一つ

確認ですが、このシステムを使うに

は歯科健診と感染症予防の事業で

予算計上されていると見たんです

が、その確認も含めて質問させてい

ただきたいと思います。 

 ２５番目、１３４ページ、アピア

ランスケア助成金があります。この

令和８年度の当初予算は令和７年

度とほぼ同じ金額で１４５万円で

す。がん治療を行う補整具を購入し

た方への補助とか、経済的や心理的

な負担を軽減しようということで、

例えばウィッグであるとか、医療用

帽子などを補助していこうという

ことだったと思うんですが、１回目

の質問は、令和８年度の取組と令和

７年度にされてきた中での現状と

認識についてお尋ねをさせていた

だきたいと思います。 

 ２６番目、１４６ページ、貸農園

整備補助金があります。この令和８

年度当初予算で、１３５万円の予算

計上がされております。先ほど遊休

農地の解消について話があったと

思うんですが、今回新たに予算計上
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されたことに対しての農業の現状

と背景について、改めてお尋ねをさ

せていただきたいと思います。 

 ２７番目、１５０ページ、多重債

務相談委託料があります。令和８年

度の当初予算が８万４，０００円で、

令和７年度の当初予算４７万円か

らすれば減額で設定をされている

と思いますが、その一方で令和６年

度は４７万円ほどで決算がされて

います。令和８年度は令和７年度に

対して減額設定をされた理由とそ

の内容についてお尋ねをさせてい

ただきたいと思います。 

 ２８番目、８ページ、債務負担行

為についてお尋ねをさせていただ

きます。 

 まず初めに、市立みきの路エレベ

ーター等改修事業があります。債務

負担行為として令和８年度から令

和９年度で６，０７２万円というの

があるんですが、この改修事業は複

数年にまたがってされると思いま

すので、単年度事業ではなくて２年

の債務負担行為とした理由につい

てお尋ねをしたいと思いますし、ま

た、あわせてこの改修内容とスケジ

ュールについて１回目お尋ねをさ

せていただきます。 

 ２９番目、障害者自立支援事業が

あります。令和８年度から令和１１

年度の期間での債務負担行為とい

うことでありますが、これは居宅介

護や生活介護、また行動援護など障

害福祉サービスの関係での審査会

業務を委託する内容だったと思い

ます。令和８年度から令和１１年度、

実質は令和９年度、令和１０年度、

令和１１年度だとは思うんですが、

複数年に債務負担行為をした理由

とメリットをどう考えておられる

のかお尋ねをさせていただきたい

と思います。 

 ３０番目、まちごとフィットネス

ヘルシータウン事業であります。私

も、健康増進は必要だと思いますの

で、この債務負担行為、令和９年度

から令和１０年度と設定した内容

について、１回目お尋ねをさせてい

ただきたいと思います。 

 ３１番目、補正予算書３６ページ、

スポーツ推進委員報酬の減額補正

があります。１３９万５，０００円

の減額を設定されているんですが、

この減額となった経緯とか、また今

後の対応について、改めて確認をさ

せていただきたいと思います。 

 以上で１回目でございます。 

○光好博幸委員長  項目としては

３１項目ございますが、要望が５点

ありましたので、質問は２６点にな

るかと思います。 

 答弁を求めます。細井課長。 

○細井高齢介護課長  質問番号１

番でございます。 

 老人保護施設入所負担金は、措置

入所者数、入所しておられる方の収

入によりお支払いいただく負担金

が変動してまいります。また、措置

入所は虐待の場合など緊急性が高

く、分離保護が必要な場合に行うも

ので、事案の性質上、緊急で対応を

求められるため、必要時に迅速に対

応できるよう一定の予算を持って

備えておく必要がございます。 

 令和６年度の実績としましては

５名となっており、この実績に合わ

せまして令和７年度当初は８．５名

分の予算を確保しておりましたが、

令和７年度現在、１名の新規追加で
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６名という状況でございます。この

数字に緊急対応も想定しまして、令

和８年度は７名分の予算を計上し

ているものでございます。 

 なお、本事業は財源充当先の予算

書１１２ページの老人入所施設措

置費においても同様、７名分での予

算を計上しております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 坂本課長。 

○坂本市民課長  市民課に係りま

す２点の御質問に御答弁申し上げ

ます。 

 まず、質問番号２番の葬儀会館使

用料の予算計上の根拠についてで

ございますが、予算額といたしまし

ては令和７年度当初予算額と同額

の１，３６９万円としております。

予算計上に当たりましては、令和６

年度決算額と令和７年度の実績を

考慮して計上しておりますが、令和

７年度の４月から１２月までの実

績が令和６年度と比較いたしまし

て１５％程度下振れしております

ことから、冬場の葬儀会館の利用増

を見込んだとしても令和６年度決

算額まで延びることはないと想定

いたしまして、前年度と同額の予算

に据え置いたものでございます。 

 続きまして、質問番号３番の戸籍

手数料の増額理由と令和８年度の

広域交付の件数見込み、そしてコン

ビニ交付の状況についてでござい

ます。 

 まず、戸籍手数料の予算計上に当

たりましては、先ほどと同じく令和

６年度決算額と令和７年度の実績

を考慮して計上しております。令和

７年度におきましては、令和６年３

月から開始されました広域交付の

件数が令和６年度と比較し伸びて

いるものの、通常の窓口交付やコン

ビニ交付は減少しておりまして、そ

の結果、戸籍手数料全体としては前

年度より約５％程度減少する見込

みでございます。 

 また、令和８年度におきましては、

広域交付の制度開始から約２年が

経過いたしましたことから、広域交

付につきましては適正水準に落ち

着くのではないかと見込んでおり

まして、窓口交付分とコンビニ交付

分につきましても、令和７年度と横

ばい程度になるのではないかと見

込んでおります。 

 次に、コンビニ交付の状況につい

てでございますが、コンビニ交付は

住民票、印鑑登録、戸籍が取得でき

ますけれども、取得の内訳としては

毎年度、住民票が最も多くございま

して、次に印鑑登録となっておりま

す。この住民票と印鑑登録合わせま

して大体９５％程度となっている

ところでございます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 西村課長。 

○西村保健福祉課長  保健福祉課

に係ります重層的支援体制整備事

業交付金の交付要件についての御

質問にお答えいたします。 

 本交付金は、包括的な支援体制の

整備を目的に実施する重層的支援

体制整備事業の経費に充てられる

交付金となっております。交付要件

といたしましては、介護、障害、子

ども、生活困窮のそれぞれの分野ご

とに行われている既存の相談支援

や地域づくりを一体的に行うこと

や、既存制度のみでは対応が難しい

支援ニーズへの対応力向上のため
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の多機関協働や参加支援、アウトリ

ーチ等を通じた継続的支援を実施

することが要件となります。 

 重層的支援体制整備事業交付金

では、既存の相談支援・地域づくり

に係る補助と多機関協働などに係

る新たな補助を統合し、一括の交付

金として市に交付されるものです。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 川西副理事。 

○川西生活環境部副理事  ６番の

御質問にお答えいたします。 

 農業地域力創造推進事業費補助

金の内容なんですけども、国が実施

いたします農業所得安定の事業が

ございまして、これを市が事務処理

をするのに要する費用を歳入とし

て受け取るものでございます。 

 国の事業の中身なんですけども、

水田の収益力をアップすることを

目的に、水田で出荷を目的とした野

菜を栽培した農家に、国が直接交付

金を支払うものでございます。お問

いの農業地域力創造推進事業費補

助金の中身の使途なんですけども、

市が行う事務処理に要するために

雇用するアルバイトの賃金や、事務

用品代に充てております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 三浦課長。 

○三浦環境業務課長  質問番号８

番、資源ごみ売却収入に係ります御

質問にお答えいたします。 

 資源ごみでございますが、コロナ

禍の頃からその総収集量は徐々に

増加してきております。しかし、各

種資源ごみの売却単価につきまし

ては、アルミ缶や古布のように上昇

しているものもあれば、ビンのよう

に下がっているものもあり、変動し

ている状況でございます。 

 そのような状況の中、令和３年度

以降は売却収入が増加したことか

ら、令和８年度につきましては、こ

れまでの実績を考慮した上で歳入

を見込んだものでございます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 西村課長。 

○西村保健福祉課長  予防接種自

己負担金の歳入についての御質問

ですが、減額要素といたしまして、

帯状疱疹ワクチンについて令和７

年度の接種者数の実績を考慮して

精査した結果、想定の接種者数が減

となることから歳入も減となりま

す。 

 一方で、増額要素といたしまして

は、４月から高齢者肺炎球菌ワクチ

ンで使用するワクチンの種類が変

更され、自己負担いただく金額が上

昇します。また、１０月から開始さ

れる高齢者インフルエンザワクチ

ンの定期接種において、７５歳以上

の方を対象により効果が高いとさ

れております高用量ワクチンの接

種が選択可能となります。この高用

量ワクチンへの変更により自己負

担いただく金額が上がる見込みと

なっております。これらのワクチン

の変更による歳入増額分が精査に

よる歳入減額分を上回り、結果とし

て自己負担金の歳入の増加が見込

まれております。 

 以上です。 

○光好博幸委員長 川本副理事。 

○川本生活環境部副理事  質問番

号１０番、協働のまちづくり推進委

員会委員の年齢層と計画策定のス

ケジュールについての御質問にお

答え申し上げます。 
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 協働のまちづくり推進委員会は

１５人の委員で構成され、その年齢

層は４０代が２人、５０代が３人、

６０代が５人、７０代が４人、８０

代が一人でございます。 

 次に、協働のまちづくり推進計画

策定のスケジュールでございます

が、令和７年度は協働のまちづくり

推進委員会をこれまで４回開催し、

地域活動や市民活動の促進につい

て意見交換を行っていただきまし

た。令和８年度におきましては、意

見交換の中から出てきた課題等を

抽出し整理をした上で、他の自治体

の好事例なども研究しながら計画

素案の策定を進めてまいります。計

画素案は、協働のまちづくり推進委

員会に随時お示しをして、御意見を

お聴きしながら修正を重ね、計画案

をブラッシュアップしてまいりま

す。そして、令和９年１月頃にパブ

リックコメントを実施した上で、同

年３月末に協働のまちづくり推進

計画を完成させる予定でございま

す。 

 質問番号１１番、地域活性化事業

補助金の要綱の改正についての御

質問にお答え申し上げます。 

 要綱の改正につきましては、予算

の議決をいただいてからになりま

すのでこれからではございますが、

今予定をしておりますのは補助対

象の項目がありますけれども、その

中に緑化推進や環境美化活動、防

災・防犯活動、健康増進活動などの

項目に加えて、スポーツ・レクリエ

ーション活動の項目を追加する予

定でございます。 

 また、補助金の額につきましても、

これまではそれぞれの地区内にお

ける世帯数に応じて算定をしてま

いりましたが、この基準で算定しま

すと地区市民体育祭を実施してい

ないところは余裕が出ますけれど

も、実施しているところは厳しくな

ってまいりますので、令和８年度は

世帯数に応じた算定方法を引き続

き取り入れつつ、過去３年間の地域

活性化事業と地区市民体育祭の補

助金執行額も加味しながら算定す

る方法に基準を変更する予定でご

ざいます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 妹尾課長。 

○妹尾文化スポーツ課長  質問番

号１２番、文化芸術活動補助金につ

いての御質問にお答えいたします。 

 当該予算につきましては、市内の

文化芸術団体の活動に対しまして

一定の金額を補助するものでござ

います。令和６年度及び令和７年度

は２団体に補助金を交付しており

ました。令和８年度は、交付団体の

一つである文化連盟につきまして、

秋に市主催で開催いたします市民

芸能文化祭、これは文化連盟に運営

委託をしているものでございます

が、こちらの開催委託料に補助金分

を加算して市制施行６０周年を盛

り上げるような内容として実施す

ることで御了承いただいているも

のでございます。 

 質問番号１３番、スポーツ推進委

員の人数及び構成年齢の御質問に

お答えいたします。 

 スポーツ推進委員の定員数は３

４名としておりますが、令和８年３

月現在では欠員が生じておりまし

て２４名でございます。この欠員状

況が予算要求を減額した理由の一
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つでもございます。年齢構成といた

しましては、７０代が７名、６０代

が５名、５０代が８名、４０代以下

が４名となっております。 

○光好博幸委員長 西村課長。 

○西村保健福祉課長  地域福祉計

画推進事業に係るコミュニティソ

ーシャルワーカー業務委託料の減

額の理由について御答弁させてい

ただきます。 

 今年度までのＣＳＷ委託業務の

中に含まれておりました重層事業

に係る多機関協働等の業務につき

まして、令和８年度からは新たに重

層的支援体制整備事業が始まるこ

とに伴い、多機関協働等委託業務と

いう新たな業務が立ち上がるため

に業務を仕分けし組替えを行った

ことから、コミュニティソーシャル

ワーカー業務委託料が減額となっ

ております。 

 質問番号１６番です。 

 多機関協働等業務委託について

の御質問ですが、委託先は、社会福

祉協議会を予定しております。業務

内容につきましては、複合化・複雑

化した地域生活課題を抱える困難

事例等に対する多機関協働に係る

業務の一部や潜在的な支援ニーズ

を抱える方を早期に把握するため

のアウトリーチ支援の業務などを

想定しております。 

 質問番号１７番、地域づくりコー

ディネーター業務委託についての

御質問でございますが、委託先につ

きましては、こちらも社会福祉協議

会を予定しております。地域づくり

コーディネーターの具体的な業務

の内容といたしましては、地域づく

り事業として地域住民のニーズ・生

活課題の把握・分析、社会資源に係

る情報発信、地域コミュニティを形

成する居場所・交流拠点づくり、地

域活動の立上げ支援、プラットフォ

ームの展開の四つの取組として、地

域懇談会や新たな分野横断的な居

場所交流拠点の設置などを展開し

てまいりたいと考えております。あ

わせまして、重層的支援体制整備事

業におけるほかの各種取組への参

画など、実施主体である市と連携し

て取り組んでいく予定となってお

ります。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 細井課長。 

○細井高齢介護課長  質問番号１

９番でございます。 

 地域包括支援センター運営協議

会は、介護保険法に基づき市が設置

する地域包括支援センターの適正・

公正・中立な運営を確保するための

協議機関であり、地方自治法に基づ

く附属機関に位置づけられており

ます。 

 本協議会における審議内容につ

きましては、厚生労働省の指針に基

づき主に運営方針の決定や業務実

績の評価などについて審議を行っ

ているもので、令和８年度は３回分

の開催費用２１万６，０００円を計

上しております。 

 質問番号２１番、高齢者民間賃貸

住宅家賃助成制度は、高齢者の住宅

支援を目的に民間の賃貸住宅に居

住する高齢者世帯に対して家賃の

一部を助成するもので、１か月の家

賃が５万円以下の世帯に対し、１か

月１万円を上限として家賃額の３

分の１の額を助成、市民税非課税世

帯の方には１，０００円の上乗せを
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しております。 

 令和８年度の支給件数に対する

認識につきましては、令和６年度の

支給件数は２４３件、令和５年度は

２３７件となっており、令和７年度

は本年１月末現在で２３２件と横

ばいで推移しております。令和８年

度予算におきましても令和７年度

同様、２４５件の支給を見込んだ予

算としているところでございます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 仲野課長。 

○仲野生活支援課長  質問番号２

２番、預貯金等取引照会サービス使

用料の増額理由や利便性、メリット

についてお答えいたします。 

 この使用料につきましては、生活

保護における資産調査におきまし

て、金融機関に対して紙ベースで行

っている口座照会業務を一部デジ

タルで行えるようにするサービス

の使用料でございます。令和７年度

から令和８年度予算にかけての増

額の理由でございますが、サービス

事業者への行政機関からの照会件

数が多く、使用料の見直しが図られ

たことによる単価上昇と、令和７年

度は１０月から３月までの６か月

間の予算を計上させていただきま

したが、令和８年度は１年間の予算

を計上させていただいたことなど

が増額の要因でございます。 

 このサービスを使用することの

メリットにつきましては、紙ベース

で照会を行っているときは預貯金

の情報の把握まで１か月以上かか

ることもありましたが、おおむね１

週間程度で把握できるようになっ

ております。 

 生活保護の申請における開始や

却下の決定につきましては、原則と

して１４日以内に行うこととされ

ております。そのため、預貯金など

の資産状況が把握できていない段

階で生活保護を開始した後に資産

が判明する事例もあり、ケースワー

カーの事務処理が増えるだけでは

なく、生活保護受給者にも書類の提

出や返還金の対応などが生じるこ

とがありましたが、このような対応

の減少を見込んでおります。 

 また、費用面におきまして、今年

度から一部の金融機関において紙

ベースの照会であれば有料化とさ

れたところもあり、経費削減にもつ

ながっております。今後、他の金融

機関も手数料を徴収する流れにな

ることを予想しており、効率的な事

務運営とともに、今後の事務処理費

用の低減にも寄与していくものと

認識しております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 西村課長。 

○西村保健福祉課長  質問番号２

３番、健康づくり推進協議会委員報

酬の減額した理由ですが、令和６年

度決算のお話もありましたが、令和

６年度は計画策定年度であり、委員

会を５回開催しておりました。 

 また、令和７年度は健康づくり推

進協議会委員の任期が切れ、新たに

委嘱するために年３回の委員会の

開催を予定して、予算を確保してお

りました。令和８年度につきまして

は、通常の開催のみとなることから、

年２回の委員会の開催を予定して

おりますので、令和７年度比で１回

分の委員報酬の予算を減額してお

ります。 

 また、内容としましては、令和８
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年度は健康せっつ２１（第３次計画）

の進捗状況や取組の状況について

医療関係者、学識経験者、健康関連

団体、市民委員で構成される健康づ

くり推進協議会にて報告を行い、委

員それぞれが持つ専門的な知見に

基づいた御意見を伺い、いただいた

御意見を今後の取組に反映させて

事業を進めてまいりたいと考えて

おります。 

 続きまして、質問番号２４番です。 

 健康管理システムの改修委託料

についての御質問ですが、令和７年

度につきましては、摂津市成人歯科

健診の対象者拡大の改修のほか、が

ん検診に係る国が求めるマイナン

バー連携に伴う改修費でございま

した。令和８年度につきましては、

先ほど委員がおっしゃったとおり、

歯科健診マニュアル２０２３に適

合するためのシステム改修、定期予

防接種となった帯状疱疹、ＲＳウイ

ルスに係るマイナンバー連携に伴

う改修、定期予防接種のデジタル化

に向けた改修を予定しており、これ

らは、いずれも国が求めるシステム

改修の対応のための予算となって

おります。 

 質問番号２５番、アピアランスケ

ア助成金につきまして、令和８年２

月末時点ではございますが、申請件

数が３２件、交付額が９４万２，３

１６円となっております。内容とい

たしましては、ウィッグ等への交付

申請が多く、令和７年度から開始し

た事業ですが、アピアランスケアの

目的である、がんになっても自分ら

しく安心して社会生活を送ること

に寄与することができている制度

であると考えております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 川西副理事。 

○川西生活環境部副理事  質問番

号２６番、貸農園整備補助金で、農

業の現状と背景も踏まえてという

ところでございます。 

 農業従事者の高齢化と跡継ぎ不

足は非常に顕著でございまして、今

後農地が荒れ放題となることが懸

念されています。これを防ぐ手だて

といたしまして、農地の所有者の皆

さんに御自身で市民農園を開設し

ていただくことによりまして、農地

の荒廃を防ぎたいとの思いがござ

います。 

 また一方で、市が直接運営する市

民農園が１６か所ございます。これ

は我々市のほうで貸出先を市内の

老人クラブ、自治会などの団体と縛

っておりまして、お一人だけで市民

農園を利用したいというお問合せ

がございました場合には、民間の市

民農園を紹介しております。このよ

うなことから、多様なニーズに対応

できる民間の市民農園の開設を後

押ししたいという思いもございま

して、今回は補助金を計画いたしま

した。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 鈴木課長。 

○鈴木産業振興課長  質問番号２

７番、多重債務相談委託料に係りま

す令和８年度予算の減額理由と内

容でございます。 

 令和７年度まで司法書士及び弁

護士による多重債務相談をそれぞ

れ月１回、合わせて月２回実施して

おりますが、すぐに相談したいとい

う相談者のニーズに応えきれず、件

数も多くございませんでした。 
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 また、無料相談を受けていただい

ても、それで問題が解決するもので

はなく、ほかの相談先を紹介するこ

とがほとんどでございます。現在は

国の相談機関でもある近畿財務局

や法テラス、大阪弁護士会の無料相

談など相談体制も一定整っており

まして、それらの窓口につなぐこと

が多くなっております。これらのこ

とから、費用対効果も勘案しまして、

委託金額が高額でございます弁護

士による相談を令和８年度から取

りやめることといたしました。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 由井次長。 

○由井保健福祉部次長  障害福祉

課に関わります２点、まず２８番の

御質問にお答えさせていただきま

す。 

 市立みきの路エレベーターの改

修事業の債務負担の御質問です。 

 みきの路は開設から２１年経過

していますが、エレベーターについ

ては一度も改修を実施しておりま

せん。また、食事の配膳時に使用す

る小荷物専用昇降機については、令

和７年３月末をもって保守部品の

一部については供給終了となるこ

とから、早急の改修工事が必要な状

況です。油圧式からロープ式に変更

することで使用電力料金の大幅な

削減が可能となり、電気使用料金の

削減にもつながります。既存のエレ

ベーター会社が多くの工事予定を

抱えており、契約の締結以降、現時

点では１年以上の待機期間が生じ

ることから、今回債務負担を行って

いるものです。物価高騰の影響で

年々工事費用が上がっており、でき

るだけ早い時期での契約締結が望

ましいと考えております。 

 質問番号２９番は障害者自立支

援事業の複数年契約を行うことと、

それに伴うメリットについての御

質問であったかと思います。 

 認定審査会の業務委託として実

施している障害者支援区分認定審

査会事務は市町村が実施する障害

福祉サービス等の受給に必要な障

害支援区分の認定業務でございま

す。障害福祉サービスの利用者は

年々増加しており、それに伴い障害

支援区分の取得のための事務量に

関しても増加している状況であり

ます。限られた職員数、限られた時

間の中で審査会実施までに主治医

の意見書の依頼、認定調査票の入力、

認定審査会の資料作成などの業務

を行う必要があることから委託を

しているものであります。 

 また、事業者が３年契約などを通

じて長期的に業務を担うことで、毎

年プロポーザルを実施する必要が

なくなるため、自治体の入札事務、

具体的には募集要項の作成、審査、

プレゼン等の資料の作成等が大幅

に軽減されることから、複数年の契

約を行っているものです。 

 以上です。 

○光好博幸委員長 西村課長。 

○西村保健福祉課長  質問番号３

０番のまちごとフィットネスヘル

シータウン事業の管理運営委託料

の債務負担についての御質問にお

答えします。 

 これまで実施していた健康マイ

レージ事業を新たな健康増進アプ

リを活用した事業にリニューアル

するための予算となっております。

新たな健康アプリを導入するに当
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たりまして、１年間での取組ではア

プリが市民の健康増進に寄与する

効果等が見えないため、リニューア

ル後３年間をかけてアプリが健康

増進にどのように寄与するのか等

効果測定を行い、よりよいものにし

ていきたいと考えております。その

ため、令和８年度から令和１０年度

までの３か年を契約期間とするこ

とができるように債務負担を組ん

でおります。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 妹尾課長。 

○妹尾文化スポーツ課長  質問番

号３１番のスポーツ推進委員報酬

の減額補正についての御質問にお

答えいたします。 

 スポーツ推進委員は、先ほど御答

弁申し上げましたように３４名定

員のところ、令和７年度の当初から

欠員が生じておりました。また、委

員による活動としてニュースポー

ツの普及に関する活動や指導力向

上を目的にした研修会など様々な

事業がございますけれども、これら

の活動においてもそれぞれ御都合

で欠席される場合もありまして、不

用額が生じたものでございます。 

 今後の対応といたしましては、ま

ず定員に満たない状況を解消して

いくべく、広報紙のみならず市ホー

ムページでの事業の紹介ですとか、

またスポーツ推進委員による事業

に参加された市民の方々に直接お

声がけをするなど、スポーツ推進委

員の拡充に努めてまいるほか、各事

業での出席率向上をスポーツ推進

委員の皆様にも呼びかけてまいり

ます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長  答弁は終わり

ました。 

 暫時休憩します。 

（午後２時４５分 休憩） 

（午後３時１４分 再開） 

○光好博幸委員長  休憩前に引き

続き、再開します。 

 村上委員。 

○村上英明委員 では、１回目の質

問に対して、御答弁ありがとうござ

います。 

 １番目、老人保護施設入所負担金

につきまして、先ほど御答弁でもあ

りましたように、本当に緊急性を要

するということで、やはり行政とし

ても予測ができないこともあると

思います。その一方で、この緊急を

要する方がもし出てくれば、またし

っかりと保護するなり対応するな

りしなければいけないという、本当

に長期的に行う業務であると思い

ますので、そういう方々が出てきた

折には、しっかりと守るということ

も含めながら、適切な対応をこれか

らもお願いをしたいということで、

要望とさせていただきます。 

 ２番目、葬儀会館使用料の件でご

ざいます。 

 先ほど、令和６年度はそうでもな

いんだけれども、令和７年度の実績

につきましては、１５％ぐらいの減

少傾向であるということを踏まえ

ながら、この令和８年度の当初予算

の設定をされたということであっ

たと思います。 

 最近、コマーシャルなどでも見ま

すが、摂津市内外問わず、家族葬と

いうか、５人、１０人という少人数

で葬儀ができる施設がだんだん増

えてきたと思います。 
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 ２回目の質問といたしましては、

やはり少人数の葬儀需要が増え、少

人数の葬儀会館の手数料の関係も

含めて、このメモリアルホールの使

用回数も含めながら、影響について

どのように捉まえておられるのか

ということで、お尋ねをしたいと思

います。 

 ３番目、戸籍手数料の件でござい

ます。私もコンビニでのマルチコピ

ー機等々での使用は、普及させるこ

とがよいと思います。摂津市内もそ

うでございますし、市外におきまし

ても、コンビニは多数ございますか

ら、どこでも取れるというのが一つ

のメリットであると思うんです。そ

の一方、御高齢の方々で、このマル

チコピー機での使い方が分かりに

くいから、あえて市役所の窓口で手

続きを行うという方も何人かお聞

きをするので、先ほど御答弁の中で

ガイドブックの作成等々の話もあ

ったと思いますが、例えばマルチコ

ピー機の操作方法や、業務の流れな

どを記載した取扱い説明書のよう

なものを作成していただきたいと

いうことで、要望としておきたいと

思います。 

 ４番目、重層的支援体制整備事業

交付金についてでございます。 

 これは、介護や障害とか、子育て

など、今まで様々な分野に分かれて

いたものを一括的に支援する体制

をつくり、取り組んでいこうという

ことだと思います。 

 支援というのは、数か月や単年度

で終わるというものではないので、

５年とか１０年という長期的なス

パンで携わる方も出てくるかもし

れませんので、そういうことも踏ま

えれば、国や府からの支出金等々に

つきまして、令和９年度以降も交付

があるのかないのか、確認させてい

ただきたいと思います。 

 ６番目、農業地域力創造推進事業

費補助金についてでございます。 

 鳥飼なす等々、農業の推進をお願

いしたいということで、要望として

おきたいと思います。 

 ８番目、資源ごみ売却収入の件で

ございます。 

 先ほどの御答弁で、アルミ系につ

きましては単価が上がっている一

方で、瓶につきましては単価が下が

っているというお話であったと思

います。 

 その中で、相対的に令和７年度の

実績から見れば、増加傾向にあるの

で、令和８年度の当初予算は増額に

設定したとのことでございました。 

 ２回目の質問といたしまして、資

源ごみで、予算上にもあるんですが、

ペットボトルの拠出金につきまし

ても、令和７年度当初と比べて約２

倍の令和８年度予算を組んでおら

れるということでございますので、

増額設定した内容について、２回目、

お尋ねをさせていただきたいと思

います。 

 ９番目、予防接種自己負担金でご

ざいます。 

 帯状疱疹ワクチン接種者につき

ましては、減と想定され、その一方

で、高齢者の肺炎球菌ワクチン、イ

ンフルエンザワクチンの変更もあ

って、負担金としては増えてくると

いうことでございました。 

 私も対象年齢になりましたので、

しっかりとワクチンを打っていき

たいと思いますし、また、この３月
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にも２回目のワクチン接種があり

ますので、予約をしたいと思います。

健康増進となることでございます

ので、歳入として増えることはいい

ことだと思いますので、対象者が増

えてくるという面も含めて、取り組

んでいってほしいと思うんです。２

回目の質問といたしまして、各種予

防接種負担金の令和８年度当初設

定が令和７年度当初設定よりも減

額されておりますので、その中身に

ついてお尋ねさせていただきたい

と思います。 

 １０番目、協働のまちづくり推進

委員会委員報酬の件でございます。 

 今後、協働のまちづくり推進計画

がつくられて進められていくと思

います。先ほど、令和９年１月頃に

パブリックコメントを予定されて

いるとお聞きしたんですが、今まで

は、公民館やコミュニティプラザ、

コミュニティセンターなどに置い

ていますということだったと思い

ますが、協働のまちづくりは、非常

に私は重要だと思っております。 

 例えば、自治会とか地域団体に、

パブリックコメントを行う案内や

周知をするのも一つの方法だと思

います。 

 要は、意見をもらいたいというん

じゃなくて、協働のまちづくり推進

計画をより知ってもらうという意

味でも、やっぱり自治会や各種団体

にパブリックコメントをやるとい

う周知をすべきなんだろうと思う

んですが、その辺の考え方について、

２回目、お尋ねをさせていただきた

いと思います。 

 １１番目、地域活性化事業補助金

の件でございます。 

 今まではそれぞれに補助金を地

域としても地区市民体育祭と、地域

活性化事業は、所管課が別々であり、

それぞれに補助金を申請しなけれ

ばいけなかったところが、自治振興

課だけになったことについては、分

かりやすくなったと思います。２回

目の質問なんですが、事業に対する

補助金ということなので、例えば、

地区市民体育祭と防災訓練と美化

活動の三つの事業を実施したい際

にまとめて申請できないのかとい

う確認させていただきます。 

 １２番目、文化芸術活動補助金に

ついて、二つの団体の補助金であり、

文化連盟が市制施行６０周年に向

けての事業をするということで、こ

の補助金から外れたと認識しまし

た。 

 やはり文化芸術というのは、摂津

市としても、有形・無形にかかわら

ず大きな財産になってくると思い

ますので、文化の継承も一つの課題

でありますが、これからもしっかり

と文化芸術の発展に取り組んでい

っていただきたいということで、要

望とさせていただきます。 

 １３番目、スポーツ推進委員報酬

の件でございます。 

 確かに、御答弁のとおり、スポー

ツ推進委員は、ここ数年、人数が減

ってきているというのが、現状だと

思います。 

 ただ、地区市民体育祭や防災訓練

などの地域の行事や、御高齢の方々

のスティックリング、ボッチャなど

の様々な行事の参加対象の幅が広

くある中で、スポーツ推進委員には、

運営でお手伝いをしていただいて

いる現状でもあると思います。先ほ
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ど、スポーツ推進委員の年齢構成を

お聞きしましたけれども、自分のお

仕事や、様々な事業に結構携わって

おられる方もいるとお聞きしてお

りますので、日程調整は、本当に大

変な中でやっていただいているん

だと思います。 

 昔、スポーツ推進委員ではなく、

体育指導員と言っていたと思うん

ですが、当時、体育指導員の方にお

聞きすると、毎週、摂津市内のどこ

かで行事があって、本当に５４週の

間に、もう５０に近いぐらい毎週行

事に行って、お手伝いをしているん

ですと言っておられました。今は毎

週ではないと思いますが、やはり委

員の年齢が高くなってきています。

地域としては、スポーツの推進とい

う観点の中で必要な団体の方々で

ございますので、しっかりとこれか

らも委員の募集や年齢のこと等も

考えながら、取り組んでいっていた

だきたいということで、要望いたし

ます。 

 １５番目、コミュニティソーシャ

ルワーカー業務委託料の件でござ

います。 

 社会福祉協議会に委託をすると

いうことであったと思いますので、

今後、高齢者の方や外国人の方、ひ

とり親家庭の方等々の自立支援や

地域福祉の向上に寄与するような

形で、これからも取り組んでいって

いただければと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

 １６番目、多機関協働等業務委託

料の件でございます。 

 先ほどアウトリーチという言葉

を使って御答弁をいただいたと思

います。 

 要は、市民の方からの御意見や御

要望を受身ではなしに、これから行

政もプッシュ型で様々な施策を展

開、提案していくと思います。 

２回目の質問として、支援が必要

な方へのプランの作成と、重層的支

援会議の内容についてお尋ねをさ

せていただきます。 

 １７番目、地域づくりコーディネ

ーター業務委託料の件でございま

す。 

 委託先は、社会福祉協議会という

ことで、地域づくりといったことも、

これからの取り組むということで

ありますが、この重層的支援体制が、

令和８年度から進められていくと

思いますので、今の支援事業の関連

や、すみ分けも、やっていかなけれ

ばいけないと思います。課題解決と

か自立、また交流という面では、こ

の事業は大切なことだと思います

ので、これからもこの重層的支援体

制等々を含めながら、地域としても

取り組んでいきたいと思います。ま

た、私ども地域の一員として御協力

ができる部分があれば、やっていき

たいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

 １９番目地域包括支援センター

運営協議会委員報酬の件でござい

ます。 

 適正な業務の遂行等々も含めな

がら審議を行うとのことですが２

回目の質問といたしまして、委員構

成の内容について、お尋ねをさせて

いただきたいと思います。 

 ２１番目、高齢者民間賃貸住宅家

賃助成費でございます。 

 これは、長い期間、対象が家賃の

月額５万円以下でされてきたとい
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う中、助成は上限１万円ということ

であります。市民税非課税の方は１，

０００円プラスということであっ

たと思いますし、件数的には、大体

２４０件前後ぐらいで、ここ数年、

推移をしているとのことでありま

すが、例えば、御高齢者だけの世帯

が結構増えてきた中で、お二人で住

んでおられれば、まだ生活は十分じ

ゃないかもしれないけれども、それ

なりに対応していけると思うんで

すが、どちらかがお亡くなりになっ

て、お一人住まいになったときに、

家賃４万円とか５万円は結構経済

的に厳しいとお話もいただきます。 

 令和８年度予算は、この５万円の

条件で設定をされているわけです

が、５万円から引き上げることへの

今後の考え方について、お尋ねをさ

せていただきたいと思います。 

 ２２番目、預貯金等取引照会サー

ビス使用料につきまして、今まで紙

で金融機関とやり取りをしていた

のが、やはり時間の関係等もあって、

今、このサービスを使えば、１週間

ぐらいで金融機関から返答もある

ということで、業務的なもの、また

経費的なものも含めてメリットが

あるとのことでございましたので、

このサービスを使う件数を増やす

よう、しっかりとこのサービスを使

って速やかな業務運営ができるよ

う、これからもよろしくお願いした

いと思います。 

 ２３番目、健康づくり推進協議会

委員報酬についてでございます。健

康寿命の延伸とか、様々な課題があ

る中で、今、健康せっつ２１の第３

次計画がございます。 

 その目標として、健康寿命の延伸

があるんですが、関係法令や関係関

連の計画との整合性等々も含めな

がら、そして他団体との連携をしな

がら、実効性を高めて目標の実現に

つなげるという計画でありますの

で、しっかりとこれからも健康づく

りについて取り組んでいってほし

いと思います。また、市民の健康増

進が摂津市としての大きな財産で

もありますし、また、先ほどの重層

的支援の関係もありますが、やはり

地域の活性化、地域力を高めていく

という面では、健康でなければいけ

ない部分が多分にありますので、健

康づくりにしっかりと取り組んで

いっていただければと思います。 

 ２４番目、健康管理システム改修

委託料でございます。 

 これは、歯科健診などの感染症予

防事業等々についてのシステムと

いうことでありますが、このシステ

ムを組んでいって、様々管理してい

くというのは本当に必要なことだ

と思うんです。例えばこのデータを

使って何かこの感染症関係の分析

をしていくとか、市民の健康増進に

つながるような施策が考えられる

ような、そういうシステムをつくる

なり、この健康管理システムを何か

使って、次のステップに進めるよう

なこととして取り組んでいってい

ただければと要望しておきます。 

 ２５番目、アピアランスケアの件

でございます。 

 令和７年度の現状につきまして

は先ほどお聞きをいたしましたの

で、２回目の質問として、市民への

周知についてお聞きしたいと思い

ます。 

 こういう制度を知らないという
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方も少なからずおられますので、例

えば医療機関に、案内を置くとかと

いうことも含めながら、市民への周

知をやっていただければと思うん

ですが、その辺りの考え方について

お尋ねさせていただきたいと思い

ます。 

 ２６番目、貸農園の整備補助金の

件でございます。 

 先ほど、市民農園の件とか、民間

での農園の件についてお話をいた

だきました。 

 課題といたしましては、やはり高

齢化があると思います。 

 ただ、農業をやっていこうと思え

ば、農機具は５万円、１０万円の金

額ではありませんので、一式そろえ

ると４００万円、５００万円という

ようなこともありますから、農業を

整備し、促進する意味でも貸農園の

整備に取り組んでいってほしいと

思います。 

 ２回目の質問としまして、この補

助金を活用するために、内容や手続

についてお尋ねさせていただきた

いと思います。 

 ２７番目、多重債務相談委託料の

件でございます。 

 先ほどの御答弁で、弁護士の相談

業務をやめるとございました。ただ、

先ほど言われた法テラスにつきま

しても、予約を取らないといけない

とか、摂津市から電車や車に乗って

行かなければいけないようなこと

でございます。これから様々な社会

状況の変化によっては、この弁護士

相談業務の復活も有り得るのかと

思いますので、そのときはそのとき

で対応していっていただきたいと

思います。しかし、この多重債務に

つきましては、本人にとっては本当

に喫緊の解決したい課題の中でも

大切なことでございますので、しっ

かりと取り組んでいただければと

思います。 

 ２８番目、債務負担行為の件でご

ざいます。 

 市立みきの路エレベーター等改

修事業の件でございますが、そのほ

かにも建物の中で様々な改修が出

てくると思いますので、みきの路の

運営に対する支障を最小限にする

工程を組んで取り組んでいってい

ただければという思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 ２９番目、障害者自立支援事業の

件でございます。 

 事業運営をするに当たっては、何

事もメリット・デメリットがあると

思うんですけれども、やはりメリッ

トが上回るという判断をすれば、物

事を進めていくべきだろうと思い

ます。先ほど御答弁でございました

プレゼン資料の事務処理時間など

についても結構メリットがあると

思いますし、業務内容的にも審査会

の充実や継続性があると思います

ので、これからしっかりとこの自立

支援事業にも取り組んでいってい

ただければと思います。 

 ３０番目、まちごとフィットネス

ヘルシータウン事業の件でござい

ます。 

 これまで、平成２４年頃からウォ

ーキング等の様々な健康施策に取

り組んでいっていただけたと思い

ます。 

 そのときには、今もそうなんです

が、健歩会や様々な団体に御協力を

いただいております。市民の方々も
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ウォーキング等で、早朝に、堤防を

歩いておられる方を多く見ると思

いますので、この健康増進とつなが

る事業として引き続き取り組んで

いっていただきたいと要望いたし

ます。 

 最後、３１番目、補正予算の件で

ございます。 

 このスポーツ推進委員の件につ

きましては、現状をよく把握しまし

たので、令和８年度の当初予算のと

きにも申し上げさせていただいた

とおり、スポーツ推進委員の取組を

これからも進めていってほしいと

いうことで、要望いたします。 

○光好博幸委員長  質問は１１件

になるかと思います。 

 答弁を求めます。 

 坂本課長。 

○坂本市民課長 質問番号２番、葬

儀会館に関する御質問についてで

ございます。 

 近年、家族葬に代表される葬儀の

小規模化が顕著になっておりまし

て、葬儀会館における通夜式や告別

式への参列者数も全体の約７５％

が３０人以下となっております。 

 葬儀会館の使用料につきまして

は、参列者の多寡により変わるもの

ではございませんが、小規模葬儀に

も対応できるよう、会場を区切れる

パーティションを準備して活用し

ているところでございます。 

 民間葬儀会社の中には、家族葬専

用の小規模ホールを備える事業者

も増えてきておりますが、葬儀会館

においても、同等の葬儀を行うこと

が可能であるということを周知し

てまいります。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 西村課長。 

○西村保健福祉課長  質問番号４

番、重層的支援体制整備事業交付金

の在り方につきましては、社会福祉

法第１０６条の８の規定に基づき

交付されているところであり、同交

付金の取扱いについて、国で検討が

行われてはいるものの、現段階では

令和９年度以降も交付される見込

みとなっております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 三浦課長。 

○三浦環境業務課長  質問番号８

番、ペットボトル拠出金に係ります

御質問にお答えいたします。 

 ペットボトル拠出金でございま

すが、日本容器包装リサイクル協会

による買取りによるものでござい

ます。 

 買取り価格につきましては、大き

く変動するケースがございました。

そのため、正確に売却額を見込むこ

とが困難であることから、これまで

歳入に係る当初予算との乖離が大

きくなっているため、令和８年度に

つきましては、これまでの実績を考

慮した上で歳入を見込んだもので

ございます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 西村課長。 

○西村保健福祉課長  質問番号９

番、各種予防接種負担金の減額につ

いてですが、各種予防接種負担金は、

本市と相互乗り入れの協定を締結

している北摂他市町の市民が摂津

市内の医療機関で各種予防接種を

接種した際に、他市町から本市に支

払っていただく負担金でございま

す。 

 インフルエンザの高用量ワクチ
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ン制度の開始に伴う増額要素はご

ざいますが、その他のワクチンにお

いて、令和７年度の接種者数を参考

に精査したところ、接種想定者数が

減ったことから負担金の収入見込

みが大きく減少し、全体として減額

となることを見込んでおります。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 川本副理事。 

○川本生活環境部副理事  質問番

号１０番、協働のまちづくり推進計

画のパブリックコメントについて

の御質問にお答え申し上げます。 

 他の計画でのパブリックコメン

トと同様に、１か月間、市役所や市

内公共施設、ホームページで計画案

を閲覧できるようにし、計画案に対

する御意見を募集していく予定で

ございます。協働のまちづくり推進

計画を審議していただいておりま

す協働のまちづくり推進委員会で

は、地域団体や市民活動団体など１

０団体から委員に出てきていただ

いておりますので、委員を通じて各

団体に周知を図るということも可

能かと思っております。できるだけ

パブリックコメントで御意見をい

ただけますように、周知を図ってま

いりたいと考えております。 

 続きまして、質問番号１１番、地

域活性化事業補助金の申請で、複数

の事業を一本で申請できないかと

いうお問いにお答え申し上げます。 

 地域活性化事業補助金は、校区・

地区連合自治会が行う地域活性化

につながる事業に対して補助を行

うものでございます。それぞれの事

業の内容を審査して交付決定を行

う必要がございますことから、大変

お手数ではございますけれども、そ

れぞれの事業ごとに申請をいただ

きますようお願いをしているとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 西村課長。 

○西村保健福祉課長  質問番号１

６番、重層的支援体制整備事業にお

ける支援のプラン作成や重層的支

援会議につきましては、多機関協働

事業において、複合化・複雑化した

支援ニーズを有する方から支援の

利用申込み及び本人同意があった

場合に実施することとなってまい

ります。 

 利用申込みがあった際には、本人

やその世帯の状態を把握し、その結

果を踏まえ、支援関係機関同士の円

滑な連携体制の下、本人やその世帯

に必要な支援を提供するため、支援

関係機関の役割分担や支援の目標、

方向性を整理した支援プランを作

成いたします。 

 また、支援プランの作成に当たっ

ては、市が主体となり、重層的支援

会議において、支援関係機関と役割

分担や支援の目的・方向性について

十分議論を行い、プランの適切性の

協議を行います。 

 さらに、プラン終結時などにおい

ても、重層的支援会議において、支

援の経過と成果を評価し、支援の終

結について検討していくものです。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 細井課長。 

○細井高齢介護課長  質問番号１

９番でございます。 

 地域包括支援センター運営協議

会の委員構成につきましては、茨木

保健所をはじめ医師会や介護事業

者連絡会、学識経験者ほか、地域の
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実情を反映させるため、高齢者の権

利を守る立場から人権擁護委員協

議会、地域福祉のつなぎ役である民

生委員児童委員協議会、利用者の立

場を代表する第１号または第２号

被保険者から公募した市民委員な

どから９名の方に委員委嘱をさせ

ていただいております。 

 質問番号２１番、月額家賃上限額

の引上げに対する考え方でござい

ます。 

 ５万円という金額の根拠につき

ましては、これまでも申し上げてき

ておりますが、国の住宅・土地統計

調査における高齢者が生計中心で

ある世帯の家賃平均額を参考に設

定させていただいておるところで

ございます。あくまでも、公営住宅

を含む数字となりますが、令和５年

度で申しますと、約４万６，０００

円と承知しております。 

 そういったことから、現段階にお

きましては、制度拡充の考えはござ

いませんが、他市の状況も踏まえな

がら、また、庁内ほかの取組も含め

て、制度全体の在り方について検討

していく必要があると考えており

ます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 西村課長。 

○西村保健福祉課長  質問番号２

５番、アピアランスケア助成事業の

周知につきましては、令和７年度も

実施したホームページや市広報紙

での発信に加え、新たに３月中に市

内全戸配布を予定しております、摂

津市の健康に関する情報が取りま

とめられた健康づくり年間日程表

にも掲載してまいります。 

 また、申請者へのヒアリングにお

いて、病院やウィッグ等の販売店で

市の助成事業についての話を聞き、

申請に来られる方が多く見られた

ことから、医療機関やウィッグ等の

販売店での情報提供は効果的な周

知手段であると考えております。そ

のため、今後、医療機関等へのパン

フレットの配架を積極的に進めて

まいります。 

 こういった取組を進めることで、

一人でも多くの市民の方に情報を

認知いただき、がんになっても自分

らしく安心して社会生活を送るこ

とができる環境の整備を進めてま

いりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 川西副理事。 

○川西生活環境部副理事  ２６番

の御質問でございます。 

 貸農園整備補助金の内容、手続で

ございますが、新たに市民農園を開

設するためには、フェンスや区割り、

場合によっては水道などを引く必

要もございます。その整備に要した

費用の１０分の１を補助させてい

ただく予定でございます。 

 ただし、上限額は定めておりまし

て、水道を引く場合は４５万円まで、

水道を引かない場合は３０万円ま

でという制約を設ける予定でござ

います。 

 なお、この補助金を申請できるの

は、農地所有者や、その御家族に限

る予定でございます。 

 また、要件といたしまして、一定

以上の農地面積であることや、一定

年数以上、市民農園として継続して

営んでいただけるということを条

件に盛り込む予定でございます。 

 以上でございます。 
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○光好博幸委員長  答弁は終わり

ました。 

 村上委員。 

○村上英明委員 まず、２番目の葬

儀会館使用料の件につきましては、

やはりメモリアルホールにつきま

しても、少人数で使われることが増

えてきたということで、パーティシ

ョン等で対応しているということ

でございますけれども、宿泊できる

面もあると思いますので、その辺り、

しっかりと今の社会状況等々も踏

まえながら、これからも会館運営に

取り組んでいっていただければと

思いますので、よろしくお願いいた

します。 

 ４番目、重層的支援体制整備事業

交付金の件でございます。 

 先ほどの御答弁で、令和９年度以

降も、この交付につきましては、あ

る見込みであるということでござ

いました。 

 この重層的支援は、これから本当

に様々な複合要因が重なって、家族

の中でも、また近所でも、本当に課

題が結構ございます。 

 徘回される方もおられますし、そ

の方が特段、何か危害を加えるとか

はないんですけれども、ただ、ずっ

と歩き回っておられるという話を

お聞きしております。年齢にかかわ

らず、この分野を超えた中での対応

をしていくというのが、重層的支援

なんだろうと思います。 

３回目の質問といたしまして、重

層的支援体制整備事業に関しまし

て、部長として総括的な立場でお考

えをお願いしたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 ８番目、資源ごみ売却の件でござ

います。 

 ペットボトルにしかり、このアル

ミ缶にしかり、資源ごみ売却収益が

上がるということは、財政から見れ

ばいいことだと思いますので、しっ

かりと収益・収入が上がるような取

組を、やっていっていただければと

思いますので、よろしくお願いいた

します。要望としておきます。 

 ９番目、予防接種の件でございま

す。 

 感染症の発症、あるいは重症化を

予防する観点では、この予防接種と

いうのは本当に必要なことである

と思います。命と健康という観点で、

これからもしっかりと予防接種事

業に取り組んでいっていただけれ

ばと思いますので、要望としておき

ます。 

 １０番目、協働のまちづくりとい

う観点で、このパブリックコメント

を行う際の周知方法を考えていっ

ていただければと思います。要は、

より多くの方々について、パブリッ

クコメントを実施しているという

認識が高まってくればいいと思っ

ています。その観点も踏まえて、先

ほど委員の方にも、団体に属する方

がおられるということでございま

したので、周知をしっかりとやって

いってほしいということで、要望と

しておきたいと思います。 

 １１番目、地域活性化事業の関係

です。 

 やはり、地域活性化というのは、

本当に地域にとって大切なことな

んだけれども、課題もあります。一

つ一つの行事関係につきましても、

だんだんと参加者数が減ってきた

という印象の地域や行事もありま
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す。その一方で、防災訓練や、美化

活動、防犯というのは、大切な事業

でございますので、地域活性化事業

としてしっかりと取り組んでいた

だきたいと思います。また、協働の

まちづくり条例も令和７年３月頃

にでき、７月に施行されたというこ

とだったと思うので、それに基づい

て、今度、推進計画をつくっておら

れるということなので、地域活性化

の中で、総括的に部長として御答弁

をお願いしたいと思います。 

 １６番目、多機関協働の件でござ

います。 

 多様な課題解決には、多くの機関

が携わることもございます。特にこ

の摂津市役所におきましても、横の

連携が結構できてきたという感覚

を私も相談者も思っております。あ

っちに行ったら、こういう相談をし

てもらえますよということもあり

ますし、逆に担当者を呼びましょう

かなどの、横の連携を結構取ってお

られるのが摂津市だと私は思いま

すので、そういう意味では、利用申

込みから支援の終結までしっかり

とやっていってほしいということ

で、要望しておきます。 

 １９番目、地域包括支援センター

の件でございます。 

 やはり、決算のときにも私は申し

上げたと思うんですが、今の地域包

括支援センターは、やり取りを丁寧

にやっていただいているという感

覚でございます。また、関わってお

られる市民の方につきましても、結

構細かく説明をしてもらえたとお

聞きし一定の評価はあるのかと思

いますので、地域的な展開も含めて、

これからも取り組んでいってほし

いということで、要望いたします。 

 ２１番目、民間の賃貸住宅の件で

ございます。 

 先ほど、２回目の質問のときに申

し上げさせていただきましたけれ

ども、御答弁でも、平均では、４万

６，０００円というお話がございま

した。ただ、お一人住まいの方にと

っては、経済的な負担が大きいとい

う面もありますので、家賃の上限が

５万円ということもありますし、ま

た、補助金の上限が１万円というこ

ともありますから、また今後、社会

状況を踏まえて検討していってほ

しいということで、要望としておき

たいと思います。 

 ２５番目、アピアランスケアの件

でございます。 

 やはり、経済的なこともあるんで

すけれども、家の中とか、外出時の

外見の変化を受けた方につきまし

ては、心理的な負担の軽減にもなっ

てくると思いますので、周知も含め

て、事業を始めてまだ１年なんです

けれども、今後もしっかりと取り組

んでいっていただきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。

要望としておきます。 

 ２６番目、貸農園の件でございま

す。 

 市民農園等の事業もありますけ

れども、やはり農園というのは、自

然との触れ合いというか、土に親し

むということで、自分の手で土に触

るというのは健康にもいいと思い

ますので、しっかりと農園関係の事

業に取り組んでほしいと思います

ので、要望としておきたいと思いま

す。 

 以上でございます。 
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○光好博幸委員長 それでは、答弁

を求めたいと思います。２点ありま

す。 

 谷内田部長。 

○谷内田保健福祉部長  重層的支

援体制整備事業について包括的に

ということで、私からお答えさせて

いただきたいと思います。 

 今回、村上委員からは、この重層

的支援体制整備事業に関連して、三

つ御質問をいただいたと捉えてお

ります。 

 三つ御質問をいただいたという

ことで、かなり委員の関心の高さが

うかがえるものだと感じておりま

して、令和８年度、事業を執行して

いくに当たっては、気を引き締めて

やっていかないといけないと思っ

ております。 

 また、民生常任委員会といたしま

しても、令和５年度、滋賀県守山市

に、この重層的支援体制整備事業に

ついて行政視察をしていただいた

という経緯もございますので、委員

会としても、やはり注目をしていた

だいていると考えております。 

 この重層的支援体制整備事業は、

そもそもどういうものかというこ

とで確認を改めていたしますと、社

会福祉法に規定されております。令

和２年度の社会福祉法の改正によ

って、この重層的支援体制整備事業

というものが定義されたわけです

が、事業としては定義されているん

ですけれども、どういうふうにやっ

ていったらいいのかというところ

については、やはり地域の課題が

様々ございますので、しっかりとし

た決まりがございません。この取組

については、地域の状況に応じてや

っていくということで、厚生労働省

としても、はっきりとしたフローは

あまり示さずに、先進的な事例を紹

介することによって、各団体が取り

組めるように支援していただいて

いると感じております。 

 ただ、そういった状況ですので、

担当である保健福祉課が中心とな

って様々な部署と連携してやって

おりますけれども、どういうふうに

やっていけばいいのかということ

については、担当者、担当課長、そ

れから関係部署共々試行錯誤して

いるような状況で、今後もそういっ

た形で試行錯誤しながら、先進自治

体の事例を研究してやっていかな

いといけないと感じている状況で

ございます。 

 先日も、そういった先進自治体の

職員を講師に迎えて研修を行いま

した。その研修も、やはり福祉関係

部署だけじゃなくて、今回のこの重

層的支援体制整備事業というのは、

福祉以外の生活課題を解決するた

めの重層的支援体制整備事業でご

ざいますので、全ての課の管理職も

含めた職員を対象に研修をしてい

ただいたような状況です。 

 研修でも改めて感じたところで

すけれども、市だけではなく、行政

以外の市内で活動されている関係

機関、それから住民も含めて市全体

でやっていかないといけないとい

った考え方や情報の共有が大事と

いうお言葉もございましたので、そ

ういったところを大事にしていか

ないといけないと思いました。 

 体制も重層でやっていかないと

いけないんですけれども、その中に

は、やはり支援を重層化すること、
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気づきを重層化していくことが大

事ですという講師のお言葉もあり

ましたので、そういったところも念

頭に置きながらやっていきたいと

思っております。 

 また、委員からも、地域の一員と

して協力していきたいという力強

いお言葉をいただきましたので、ま

た何か課題があった際には、相談し

にいきたいと思っておりますので、

どうぞよろしくお願いします。 

 以上です。 

○光好博幸委員長 吉田部長。 

○吉田生活環境部長  地域活性化

補助金について、自治会へ統合した

ことをきっかけに御質問をいただ

いて、どのようにして地域を活性化

していくのかということで、協働の

まちづくり推進条例や今、ちょうど

つくっています計画なども含めて、

総括的に御答弁をさせていただき

たいと思っております。 

 まず、この地域活性化補助金は、

自治会、地域団体の代表的な団体へ

の補助です。委員もおっしゃるよう

に、やはり活動の参加者が減ってい

るという現状も見られるのも、実際、

私も出ておりますので、感じるとこ

ろはあります。 

 ただ一方で、新たな取組を自治会

が中心にされて、活動なんかが非常

に活発になっているという面もご

ざいます。その活発になっている内

容というか、キーワードを見させて

いただくと、２月２８日にも協働の

まちづくりの講演をいただいたよ

うに、自主的に自らが主体的に参加

する方が多い印象の活動は非常に

活発になっている部分があるので

はないかと感じるところがござい

ます。 

 やはり、今後の地域活動の中で、

関わっている方々、その周りの方々

にどのようにして主体的に関わっ

ていただくようにしていくのかと、

また、どのように応援していくのか

ということがキーワードになるん

ではないかと感じております。 

 そういうことを、いろんな団体も

含めて、今回、協働のまちづくり推

進会議で御議論いただきまして、う

まく計画をつくっていけたらと感

じているところでございます。 

 それを具体的に進めて見える形

にさせていただくのが、今回の協働

のまちづくり推進計画ではないの

かと考えておりますので、今後の協

働のまちづくりの方向性として、そ

ういう形で御議論いただいて、まず

は地域課題を解決する一つの方法

として、そこのキーワードは人と人

とのつながりでございますので、そ

ういうところを念頭に計画として

進めていけたらと、来年度は思って

おります。 

 総括として、私の考えは、以上で

ございます。 

○光好博幸委員長  答弁は終わり

ました。 

 村上委員。 

○村上英明委員  先ほど両部長か

ら総括的な御意見を賜りましたし、

また、私も個人的にも応援すると言

った限りは、応援していきますので、

この重層的支援体制に取り組んで

いってほしいと思いますが、ただ、

この切替えというか、今の様々な支

援施策をされている方の事業と、そ

の担当課を今後どう整理していく

かというところが一つの課題では
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あると思います。ただ、やるからに

は、市民が複数の窓口に行くのでは

なく窓口も一本化していくことも

含めながら対応していっていただ

きたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

 もう一点、１１番目の地域活性化

の件でございます。 

 私も自治会長としてもう２１年

目に今なっていますから、この活性

化の補助金の申請も、ずっとやって

きた一人でもございます。地域の活

性化というのは本当に必要なこと

であります。地域としても、どうい

う事業をやればいいのかというと

ころも一つの悩みの種であります

ので、そういう意味では、市役所の

中の方から、こういう事業をやった

らどうとか、そういうアドバイスも

いただけたらと思います。 

 今、自治会も解散するところが出

てきているようでございますけれ

ども、ある自治会では、自治会が必

要か必要でないかとか、そういうア

ンケートを取られたそうなんです

ね。そしたら、自治会の会員の８割

強が「自治会は必要だ」という回答

で、自治会を解散する総会に向けた

動きが、存続する資料に変えていっ

たとか、そういうところもございま

す。住んでおられる方の中には、自

治会なり老人クラブもそうなんで

すけれども、各団体があればこそと

思っておられる方も結構おられま

すので、そういう団体の支援という

意味も含めて、これからまた地域活

性化に取り組んでいっていただけ

ればと思いますので、またよろしく

お願いいたします。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長  村上委員の質

問が終わりました。 

 本日の委員会は、この程度にとど

め散会します。 

（午後４時１６分 散会） 
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